
        第８１号議案 指定管理者の指定について 

１．管理を行わせる施設 

（１）名 称 大井町駅東口区営自転車等駐車場外２２施設 

（２）所在地 品川区東大井五丁目２０番・２１番・２２番先、 

品川区東大井六丁目１番先外 

（別紙「品川区営自転車等駐車場指定管理者候補者選定結果等報告書」 

別添１のとおり） 

２．指定管理者候補者 

（１）名 称 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 

（２）代表者 代表取締役社長 下條 治 

（３）所在地 品川区西五反田四丁目３２番１号 

３．指定期間

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

４．指定管理者候補者の選定 

 公募型プロポーザル方式により、本施設の管理運営を行う事業者を選定した。 

  品川区営自転車等駐車場指定管理者候補者選定委員会において総合的に審議し、 

当該候補者を指定管理者候補者として選定した。 

５．指定管理者候補者選定までの経緯 

  別紙「品川区営自転車等駐車場指定管理者候補者選定結果等報告書」のとおり 

６．今後のスケジュール 

指定管理者の指定議決後、指定管理者指定通知書を送付し、管理運営に関する協議を

行った上で、協定を締結する。 

建 設 委 員 会 資 料  

令 和 ３ 年 １ １ 月 ２ ９ 日 

防災まちづくり部土木管理課  
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本報告書は、品川区営自転車等駐車場の指定管理者候補者を選定するにあたり、「指定
管理者候補者選定予備委員会」および「指定管理者候補者選定委員会」における審査の
経過ならびに結果について報告するものである。

品川区指定管理者制度活 に係る基本 針では、「多様化する区 ニ ズを的確に捉え
た満足度の高いサ ビスを効果的・効率的に提供するため、公の施設の管理に 間事業
者の能 やノウハウを活 しつつ、区 サ ビスの向上と経費の節減を図る」としてお
り、区として指定管理者制度の活用を進めている。

「指定管理者候補者選定予備委員会」および「指定管理者候補者選定委員会」は、こ
のような視点を踏まえた上で、品川区営自転車等駐車場の設置目的を最大限に活かし、
効率的・効果的に区 サ ビスを提供することができる候補者の選定を行った。
審査にあたっては、厳正さと公正さを確保するとともに、委員会として委員の総意の

下に結論を導き出すよう努めた。

品川区営自転車等駐車場の指定管理者候補者には、２事業者から応募があり、様々な
提案を受けた。現状の課題を捉え、将来を見据えた提案もあるなど、指定管理者を公募
した目的が十分達成されたものであった。

 令和３年９月２９日

品川区営自転車等駐車場指定管理者候補者選定委員会
                  委員  堀越 明
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Ⅰ   選定した指定管理者候補者について 
1 選定した指定管理者候補者 

日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社

代表取締役社  下條 治

東京都品川区 五反 四丁目 32番 1号

２ 対象施設

施設の名称

大井町駅東口区営自転車等駐車
場外 22施設

品川区東大井五丁目 20番・21番・22 番先、  
品川区東大井六丁目 1番先外 
（詳細は別添１のとおり）

３ 指定期間  
 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3 月 31 日まで 

４ 候補者選定方式 
 公募型プロポーザル方式により、指定管理者候補者として審議・選定した。 

５ 評価項目・配点 

   別添２「品川区営自転車等駐車場指定管理者候補者 評価項目・配点」のとおり 

６ 選定理由 
（１）品川区の現状や課題を認識しながら、地元に根差した経験やノウハウを活かして、多
様化する区 ニーズに対応する効率的・効果的な運営が期待できる。

（２）利用者の利便性の向上に資する多様で満足度の高い新たなサービスの付加など、新し
い技術を導入した具体的な提案と事業意欲がある。

（３）他自治体等において豊富な実績があることに加え、当区においても自転車等駐車場の
運営実績があるほか、財政基盤も概ね良好であり安定的な運営が期待できる。
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Ⅱ 選定対象事業者について 
No 

日本コンピュータ・ダイナミクス株式
会社

東京都品川区 五反 四丁目 32番 1号

事業者 B
        ―

 Ⅲ 選定経過について 
1 指定管理者候補者選定予備委員会の概要

 事業者から提出された申請書類および事業計画書類について、提案事項、過去の施設運
営実績、財務分析の評価などを基に総合的な審査を行った。

（１） 選定予備委員会委員名簿

委員 藤田 修一 品川区防災まちづくり部 

副委員 稲田 貴稔 品川区防災まちづくり部土木管理課 

委員 鈴木 和彦 品川区都市環境部都市計画課 

委員 溝口 雅之 品川区防災まちづくり部道路課 

委員 川口 浩和 品川区防災まちづくり部交通安全担当課 

（２） 指定管理者候補者選定予備委員会の開催概要 

 日  時 令和 3年 9月 8 日（水曜日） 13 時 30 分から 14 時 50 分 

 場  所 第二庁舎５階 255 会議室 

 審議内容 提案内容および財務分析結果検討 

      総合評価（指定管理者候補者選定委員会への報告事項）検討 

（３） 指定管理者候補者選定予備委員会審議内容 
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ア 書面審査 

   各事業者からの提案内容について、選定基準により審査した。 

イ 財務分析等について 
   公認会計士による財務状況分析について説明を行った。 
 ＜財務状況評価＞ 
   事業者より提出された財務諸表を基に、財政規模・収益性・安全性について、数値等
の分析により安定的かつ継続的に指定管理業務を行うことができるか否か評価した。 

（４） 会議要旨 

  各委員が各候補者の提案内容の評価について審議した。 

事業者の名称 委員の意見 
日本コンピュータ・ 

ダイナミクス株式会社 

・施設および付属設備の点検・保守業務の頻度が多く、適切
な管理ができる提案となっている。 

・当日利用の空き状況のウェブ公開やQRコード決済といっ
た新たな提案が多く、利用者の利便性を向上するための工夫
がある。 

・定期更新機の 4か国語対応や翻訳機の活用など、多言語対
応へのサービス提案がある。 

・品川区を含め 23 区での管理運営実績があり、品川区の現状
や実態に合わせた具体的な提案がある。 

事業者 B  ・施設および付属設備の維持管理や修繕の点できめ細やかな
サービスの提案となっている。 

・雨合羽や傘の貸し出しなどサービス向上に資する具体的な
提案がある。 

・独自のシェアサイクルの導入提案があるが、品川区として
すでに導入しているため、現実的な提案となっていない。 

・品川区の現状や実態をまだ十分に理解できていない。 

以上の点を総合的に評価し、採点を行った。 

（５） 選考基準に基づく採点表  

  選定予備委員の評価点数を合計し、全委員の点数の合計により審査を実施した。 
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順
位 

事業者の名称 提案内容評価 
（満点 950 点） 

財務状況評価 
（満点 50 点） 

総合点数
（満点 1,000 点） 

１ 日本コンピュータ・ダイナミクス 
株式会社 

７４７ ３２ ７７９ 

２ 事業者 B ６３４ ２２ ６５６ 

※評価基準は別添２のとおり 

２ 指定管理者候補者選定委員会の概要

 事業者のプレゼンテ ション・ヒアリングのほか、指定管理者候補者選定予備委員会の
審査結果を参考にしつつ、提案事項、財務分析の評価を行い、指定管理者候補者を選定し
た。

（１） 選定委員会委員名簿

委員 堀越 明 品川区企画部 

委員 藤田 修一 品川区防災まちづくり部 

委員 藤井 敬宏
日本大学理工学部 
交通システム工学科 教授 

委員 海老原 佐江子 城南かがやき法律事務所 弁護士

（２） 指定管理者候補者選定委員会の開催概要 

 日  時 令和 3年 9月 29 日（水曜日） 14 時 00 分から 16 時 00 分 

 場  所 第二庁舎５階 252 会議室 

 審議内容 提案内容・財務分析結果 

応募団体のプレゼンテ ション、ヒアリング

指定管理者候補者選定予備委員会の審査結果

指定管理者候補者の選定 

（３） 選定予備委員会の審査の経過および結果について 
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   指定管理者候補者選定予備委員会の審査の経過および結果について報告した。 

（４） 指定管理者候補者選定委員会審議内容 

ア プレゼンテ ションおよびヒアリング 

    各事業者がそれぞれプレゼンテ ションを行った後、ヒアリングを行い、選定基準に
より審査した。 

イ 財務分析等について 
  公認会計士による財務状況分析について説明を行った。 
 ＜財務状況評価＞ 
   事業者より提出された財務諸表を基に、財政規模・収益性・安全性について、数値等
の分析により安定的かつ継続的に指定管理業務を行うことができるか否か評価した。 

（５） 会議要旨 

各委員が各候補者の提案内容の評価について審議した。 

事業者の名称 委員の意見 
日本コンピュータ・ 

ダイナミクス株式会社 

・QRコード決済など新しい技術やサービスの導入について
の具体的な提案がある。 

・利用者の利便性の向上を図るためのサービス性の高い更新
計画となっている。 

・自転車等駐車場スタッフの人的配置が、利用実態に即した
提案となっている。 

・品川区の現状や課題を認識しており、地元に根差した経
験・ノウハウがある。 

事業者 B ・雨合羽の貸し出しなど顧客目線のサービス提案となってい
る。 

・接遇や人材といったソフト面を重視して利用者をサポート
する姿勢がみられる。 

・自転車等駐車場スタッフの全体の配置が不十分であり、体
制面での不安がある。 

・品川区の現状や課題の把握が不足している。 

以上の点を総合的に評価し、採点を行った。 
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（６） 選考基準に基づく採点表  

選定委員の評価点数を合計し、全委員の点数の合計により審査を実施した。 

順
位 

事業者の名称 提案内容評価 
（満点 760 点）

財務状況評価 
（満点 40 点） 

総合点数
（満点 800 点） 

１ 日本コンピュータ・ダイナミクス 
株式会社 

  ５８８      ２４ ６１２ 

２ 事業者 B   ４８４ １６ ５００ 

※評価基準は別添２のとおり 

Ⅳ  最終選定結果について 
 選考基準に基づき総合的に評価した結果、指定管理者候補者として最も相応しいと判断で
きるため、日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社を品川区営自転車等駐車場指定管理者
候補者として選定する。 



　　　　　　　　　　　指定管理者が管理を行う区営自転車等駐車場一覧

自転車 バイク 白転車 バイク

4 戸越公園駅第1 戸越五丁目10番先 106 106

5 戸越公園駅第2 戸越六丁目6番先 15 15

6 地下鉄戸越駅第1 平塚一丁目6番先 63 1 64

7 地下鉄中延駅第2 中延四丁目7番先 12 62 3 77

8 地下鉄中延駅第3 豊町六丁目24番先 58 12 70

10 旗の台駅第1 旗の台二丁目6番先 110 8 118

11 旗の台駅第2 旗の台二丁目7番先 62 2 64

12 五反田駅
東五反田五丁目27番先
西五反田二丁目2 5番先

216 48 187 33 484

13 大井競馬場前駅 勝島一丁目4・5番先 370 10 41 9 430

14 下神明駅 二葉一丁目1番先 141 141

15 戸越銀座駅 平塚一丁目5番1号 47 46 2 95

16 天王洲ｱｲﾙ駅第1 東品川二丁目5番先 212 55 267

18 品川ｼｰｻｲﾄﾞ駅 東品川四丁目12番先 364 20 121 505

22 青物横丁駅 南品川二丁目4番先 162 168 330

23 立会川駅 南大井一丁目3番1号 151 66 119 7 343

4,315 429 2,367 127 7,238

70 236

 区営自転車等駐車場（有料）合計

21 荏原町駅 中延五丁目1番1号 162 4

1,237

20 西大井駅
西大井一丁目3番・4番先
二葉二丁目26番6号

359 4 177 540

100

19 大森駅水神口
南大井六丁目15番・
18番・23番先

777 26 434

17 天王洲ｱｲﾙ駅第2 東品川二丁目4番先 100

9 新馬場駅 南品川二丁目9番先 38 39

21

5

19 9 105

167 503

大井一丁目7番9号 358

3 大井町駅西口第2 大井四丁目3・4番先 315

番号 名称 所在地

150 62 575

833

2 大井町駅西口

収容台数

定期利用 当日利用
計

1 大井町駅東口
東大井五丁目20～22番先    　
　　東大井六丁目1番先

541 65 227

別添１



配点

１ 区営自転車等駐車場の管理に関する基本的な考え方 20

２ 業務遂行体制に関する事項 30

３ 自転車等駐車場利用者管理計画 35

４ 駐車場施設および付属設備の維持管理・修繕・更新（機器入替）計画 20

５ サービス向上計画 15

６ 管理経費縮減計画 15

７ 個人情報保護に関する考え方 15

８ 環境に対する配慮 10

９ 障害者差別解消法への取り組み 5

１０ 管理運営実績 15

１１ アピール事項 10

１２ 団体の経営状況 10

200点満点

品川区営自転車等駐車場　指定管理者候補者　評価項目・配点　　　　　　　　　

評価項目（選考基準）

①駐車場の管理に関する基本的な考え方
配点15
（5点×3）

②放置自転車対策に関する基本的な考え方
配点5
（5点×1）

①担当部署の位置づけ、人員配置、雇用方法
配点5
（5点×1）

②管理システムの運用
配点10
（5点×2）

③業務時間、開設日等
配点5
（5点×1）

④緊急時対応
配点10
（5点×2）

①駐車場の適正な利用方法
配点10
（5点×2）

②利用者の声を反映させる仕組み
配点5
（5点×1）

③利用率向上のための方策
配点10
（5点×2）

④研修方策
配点5
（5点×1）

⑤防犯対策
配点5
（5点×1）

①施設や付属設備の維持管理（清掃や保守点検等）計画
配点10
（5点×2）

②施設や付属設備の修繕・更新（機器入替）計画
配点10
（5点×2）

①サービス向上のための方策について
配点15
（5点×3）

①管理経費縮減のための取り組み方策（効率的な人員配置計画等）
配点15
（5点×3）

①個人情報保護に関する考え方
配点5
（5点×1）

②個人情報の管理方法、セキュリティ対策、既定の整備等
配点5
（5点×1）

③研修方策
配点5
（5点×1）

①しながわエコリンクについて
配点5
（5点×1）

②研修方策
配点5
（5点×1）

①障害者差別解消法について（研修方策を含む）
配点5
（5点×1）

合計

　《評価点》
　５：特に優れている　　　　４：優れている　　　　３：指定にあたり問題がない　　　　２：工夫・改善を要する　　　　１：問題がある

①管理運営実績
配点15
（5点×3）

他社との違いで特にアピールしたいこと
配点10
（5点×2）

財務諸表等からの総合的経営能力
配点10
（5点×2）

別添２



品川区営自転車等駐車場

指定管理者募集要項

品川区防災まち づく り 部土木管理課自転車対策係 

参考
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品川区営自転車等駐車場指定管理者募集要項

この要項は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、品川区が品川

区営自転車等駐車場指定管理者候補者を決定するために、指定管理者の業務内

容、資格、選定の方法、管理する自転車等駐車場等を説明するものである。  

１．指定管理者が管理を行う施設

指定管理者が管理する施設は、以下に掲げる駐車場とする。  

番号 施設名称 所在地 

収容台数 

自転車 バイク 計 

定期 当日 定期 当日 計 

1 大井町駅東口 東大井5-20～22先, 6-1先 541 227 65 - 833 

2 大井町駅西口 大井1-7-9 358 150 5 62 575 

3 大井町駅西口第2 大井4-3・ 4先 315 167 21 - 503 

4 戸越公園駅第1 戸越5-10先 - 106 - - 106 

5 戸越公園駅第2 戸越6-6先 - 15 - - 15 

6 地下鉄戸越駅第1 平塚1-6先 63 - 1 - 64 

7 地下鉄中延駅第2 中延4-7先 12 62 - 3 77 

8 地下鉄中延駅第3 豊町6-24先 58 - 12 - 70 

9 新馬場駅 南品川2-9先 38 19 39 9 105 

10 旗の台駅第1 旗の台2-6先 110 - 8 - 118 

11 旗の台駅第2 旗の台2-7先 - 62 - 2 64 

12 五反田駅 
東五反田5-27先、  

西五反田2-2～5先 
216 187 48 33 484 

13 大井競馬場前駅 勝島1-4・ 5先 370 41 10 9 430 

14 下神明駅 二葉1-1先 - 141 - - 141 

15 戸越銀座駅 平塚1-5-1 47 46 - 2 95 

16 天王洲アイル駅第1 東品川2-5先 212 55 - - 267 

17 天王洲アイル駅第2 東品川2-4先 - - 100 - 100 

18 品川シーサイド駅 東品川4-12先 364 121 20 - 505 

19 大森駅水神口 南大井6-15・ 18・ 23先 777 434 26 - 1, 237

20 西大井駅 
西大井1- 3・ 4先、  

二葉2-26-6 
359 177 4 - 540 

21 荏原町駅 中延5-1-1 162 70 4 - 236 

22 青物横丁駅 南品川2-4先 162 168 - - 330 

23 立会川駅 南大井1-3-1 151 119 66 7 343 

合計 4, 315 2, 367 429 127 7, 238

備考： 駐車場の概要は別紙1「 指定管理物件一覧」 のとおり 
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２．指定管理者の業務

（ 1） 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。  

① 区営自転車等駐車場の利用の申請および承認に関すること。  
② 区営自転車等駐車場の手数料および使用料の徴収に関すること。  
③ 区営自転車等駐車場の利用の承認の取消しならびに利用の停止および
制限に関すること。  

④ 区営自転車等駐車場の適正な利用の推進に関すること。  
⑤ 区営自転車等駐車場の施設ならびに付属設備の維持および修繕に関す
ること。  

⑥ その他「 指定管理者の業務概要説明書」 (別紙2)のとおり 
（ 2） 管理業務の実施にあたり、第三者に一括して委託してはならない。  

ただし、専門性の高い個々 の業務についてはこの限りではない。  

（ 3） 使用料の徴収および収納業務は、地方自治法施行令第158条の規定に

基づき指定管理者に委託する。  

３．指定の期間

   指定の期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間

とする。  

ただし、事業者の責により指定管理の継続が適当でないと認めるとき

は、指定を取り消すことがある。  

４ . 応募スケジュール

①  募集要項の配布         令和3年7月20日から 7月29日まで 
配布場所（ 土木管理課自転車対策係窓口、品川区ホームページ）  

② 現場説明会               8月2日午前10時 
③ 質問票の受付              8月3日から 8月4日まで 
④ 質問票の回答              8月6日まで（ 原則）  
⑤ 申請書の受付              8月10日から   

8月16日午前12時まで 

⑥ 選定予備委員会の開催（ 書面審査）     9月8日（ 予定）  
⑦ 選定予備委員会の結果通知         9月中旬ごろ 
⑧ 選定委員会の開催                       9月29日（ 予定）  
（ プレゼンテーション及びヒアリング審査）              

⑨ 選定結果の通知       10月下旬（ 予定）  

⑩ 指定管理者の指定の議決         12月（ 予定）  
⑪ 公表      令和4年1月中 

⑫ 引継                      1月から 
⑬ 協定締結                3月中 
⑭  指定管理者業務開始           4月1日 

※新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府による緊急事態宣言等の発出により、
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当初の予定が変更になる場合がある。その場合は随時、変更の連絡をする。  

５．指定管理者の応募資格

 下記要件を満たす法人その他団体であること。個人での応募はできない。  

（ 1） 区の特別職、行政委員会委員および議員の職にある者が、役員、支配

人および清算人になっている法人ではないこと。  

（ 2） 法律行為を行う能力を有していること。  

（ 3） 会社更生法および民事再生法に基づく更正・ 再生手続申立てをしてい

ないこと。  

（ 4） 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により参加を制限されて

いないこと。  

（ 5） 国税又は地方税を滞納していないこと。  

（ 6） 地方自治法第92条の2、第142条、第166条、第168条および第180

条の5の規定に該当しないこと。  

（ 7） 指定管理者の指定取消しおよび区の指名停止を受けていないこと。  

（ 8） 現場説明会に参加していること。  

（ 9） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に掲げる暴力

団員でないこと。

(10)  破産法に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。  

６ . 現場説明会

本公募に応募しようとする事業者は、以下に記載される現場説明会に必

ず参加すること。  

（ 1） 現場説明会日時 

令和3年8月2日（ 月） 午前10時

（ 2） 開催場所 

大井町駅西口区営自転車等駐車場管理室前 

（ 所在地： 品川区大井一丁目7番9号）  

（ 3） 参加申込み手続き 

① 参加申込書【 様式１】 を、令和3年7月30日（ 金） 午後5時までに
電子メールまたはＦＡＸにて送信すること。（ 送信先は【 様式１】 記載

のとおり）  

② 電子メールの場合は、件名は、「 品川区営自転車等駐車場指定管理者候
補者現場説明会参加希望」 とすること。  

③ 電子メールの場合は、記入した様式を編集できない形式（ ＰＤＦ ） へ
変換した上でメールに添付すること。  

④ どちらの方法でも、受信漏れを防ぐため、送信後に電話にて連絡する
こと。  

（ 4） 参加要件等 

① 「 ５．指定管理者の応募資格」 の規定を満たす事業者 
② １事業者あたり２名以内の参加とする。  
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（ 5） 質問書の受付 

現場説明会参加後、本公募についての質問がある場合は、以下の期間に

質問票【 様式２】 へ必要事項を記入し、電子メールで送信すること。な

お、受信漏れを防ぐため、送信後に電話にて連絡すること。これ以外で

の方法（ 持参、ＦＡＸ、郵送、電話、口頭等） または、期間を過ぎたも

のは受け付けない。  

（ 6） 質問受付期間 

令和3年8月3日（ 火） から 8月4日（ 水） 午後5時まで 

（ 7） 質問回答 

① 原則、令和3年8月6日（ 金） までに回答する。なお、質問が多数の
際は、回答が後日となる場合があるので、あらかじめ了承すること。

また、質問に対する回答書を説明会に出席したすべての事業者に対し

て電子メールで送付する。なお、回答の際は、質問をした団体名は公

表しない。  

② この回答書は、本募集要項と一体のものとして、本募集要項と同様の
効力を有する。なお、意見の表明と解されるものや質問の内容（ 質問

内容が不明瞭なもの等） によっては回答しないことがある。  

７．応募の手続き

（ 1） 応募にあたっては、以下の書類を提出すること。なお、提出書類は、原

③則としてA4版（ についてはA3でも可） とし、正本1部、副本10部を

作成・ 提出すること。  

① 品川区営自転車等駐車場指定管理者指定申請書【 様式3】
②  品川区営駐車場・ 管理業務に関する指定管理者事業計画書（ 別紙3）
および収支予算書（ 令和4年度 令和9年度）  

③  管理経費計算書【 様式4】
④ 宣誓書【 様式5】
⑤  自転車等駐車場管理業務実績書
⑥  応募者の現状財務内容等が確認できる書類（「 提出票」【 様式7】）
（ ア） 必須提出書類 

① 法人税申告書 直近2期分 
※（ 注） 税務署の収受印のある法人税確定申告書（ ）、別表、計算書類（ 貸借

対照表、損益計算書） および勘定科目内訳明細書

※（ ）電子申告の場合は受付済であることが確認できるもの（ メール詳細等） 

② 直近決算期から、6か月以上経過した場合は、直近の試算表または直近の 
貸借対照表および損益計算書 

    ③ 商業登記簿謄本 
④ 定款 
⑤ 会社案内 
⑥ 代表者の履歴・ 経歴のわかるもの 
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   ⑦ 許認可を要する業種にあっては、許認可証の写し 
（ イ） 任意提出書類      

① キャッシュフロー計算書（ 直近２期分）  
② 資金繰り予定表（ 今後半年分）・ 資金繰り実績書（ 過去１年分）  

   ③ 日本税理士会連合会による「 中小企業の会計に関する指針」の適用に関
するチェックリスト（ 税理士が作成したもの）。  

③    （ 注） は、金融商品取引法の適用を受ける会社(子会社・ 関連会社を

含む)ならびに会計監査人を設置する会社およびその子会社を

除く 。  

  ※株式会社以外の事業者の方は、提出書類が異なるので、詳細は、担当まで 
問い合わせすること。  

(2)  管理経費等について 

① 管理経費（ 指定管理料） について 
(ア)指定管理料は、「 管理経費表」（ 別紙4)に基づき、各会計年度（ 4月1

日から翌年3月31日） の品川区の予算の範囲内で指定管理者と協議を

行い決定する。  

(イ)「 管理経費計算書」【 様式4】 は、「 管理経費表」（ 別紙4） の実績等

を参考にして経費を算定すること。  

(ウ)業務内容の詳細については、「 指定管理者の業務概要説明書」 (別紙

2)を参照すること。  

② 駐車場使用料について 
駐車場利用者が支払う使用料は、品川区の収入とし、指定管理者の収入と

なる自治法第244条の2第8項に規定する利用料金制は採用しない。指定

管理者は、使用料の徴収および収納業務を受託するものとする。   

(3)  品川区営駐車場・ 管理業務に関する「 指定管理者事業計画書」 の作成につ 

いて 

① 指定管理者事業計画書は、選定予備委員会、選定委員会の重要な審査事
項となるので、「 指定管理者事業計画書」 (別紙3)の各項目について検討

の上、申請団体としての提案を行うこと。  

② 「 指定管理者事業計画書」 (別紙3)の各項目の順序通りに計画書を作成す
ること。  

(4)「 管理経費計算書」【 様式4】 の作成について 

① 作成にあたっては、（ 1） 提案額、（ 2） 年度別管理経費表、（ 3） 区営自転
車等駐車場別管理経費表、の3表について記入すること。  

② 提案額については、指定期間における管理経費の総額（ 一般管理費、設
備費別） を提示すること。  

③ 駐車場の管理経費については、駐輪機器設置費等の「 初期設備投資費」 も
含むこととする。なお、「 初期設備投資費」については、5年間の分割払い

で計上すること。  

④ 年度別管理経費表の記入に際して、支払方法については、管理経費の総
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額を導入期間の月数で除した金額を1か月ごと、業務を終了した月の翌

月に支払うことを予定している。なお、建築基準法第12条に基づく建築

物点検（ 構造物点検） に伴う経費が、令和4年度、令和7年度に発生す

る。対象施設は、天王洲アイル駅第1、品川シーサイド駅、西大井駅、荏

原町駅および大井町駅西口である。なお、同条に基づく設備点検に伴う

経費が対象施設において毎年発生する。  

 (5)提出期限等 

① 提出期限 
令和3年8月10日から 8月16日（ 月） 午前12時まで（ 必着）

② 提出方法 
持参、簡易書留郵便、宅配便のいずれか 

③ 提出先 
〒140－8715 品川区広町2-1-36 

品川区 防災まちづく り部 土木管理課 自転車対策係 

担当者： 粟野・ 松田 

(6)応募の辞退について 

① 現地見学会に参加後、本公募参加を辞退する場合は、参加辞退届【 様式
6】 へ必要事項を記入し、令和3年8月16日（ 月） 午前12時までに電子

メールで送信すること。（ 送信先は【 様式6】 記載のとおり）  

② 電子メールの場合は、件名は、「 品川区営自転車等駐車場指定管理者候補
者公募参加辞退」 とする。  

③ 電子メールの場合は、記入した様式を編集できない形式（ ＰＤＦ ） へ変
換した上でメールに添付すること。  

④ いずれの方法でも、受信漏れを防ぐため、送信後に電話にて連絡するこ
と。  

(7)  留意事項 

① 応募に必要な経費は、応募者の負担とし、提出した応募書類は返却しな
い。  

② 応募書類に虚偽の記載をした応募者は、応募を無効とする。  
③ 応募書類の著作権は応募者に帰属する。ただし、提出書類は返却しな
い。区の責任において一定期間保管後、廃棄する。  

④ 区は、指定管理者の選定結果等を公表する場合、その他区が必要である
と認めるときは、無償で提出書類の全部または一部を使用できるものと

する。  

⑤ 提出書類は、品川区情報公開・ 個人情報保護条例に基づき公開の対象と
なるが、企画提案書類等は、事業者が有するノウハウの流出等による応

募者の不利益につながる可能性があることから、原則として公開しな

い。  

⑥ 応募にあたって、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の
法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、
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維持管理方法等を利用した結果生じた責任は応募者が負うものとする。  

８．指定管理者の選定方法

(1)審査の流れ 

① 応募資格の確認 
② 事業計画書・ 管理経費計算書等の審査（ 選定予備委員会）  
③ 選定予備委員会の結果通知
④ プレゼンテーション及びヒアリング審査（ 選定委員会）  
⑤ 候補者および次点者の決定 
⑥ 選定結果の通知
⑦ 区議会による指定の議決
⑧ 指定の通知
⑨ 選定結果および選定理由の公表 
(2) 応募資格の確認 

   要件を満たした応募者のみ審査の対象とする。  

 (3)  第一次審査（ 選定予備委員会）  

指定管理者候補者の選定にあたっては、選定にかかる審議事項等を第一

次に審議する機関として、指定管理者選定予備委員会（ 以下「 選定予備

委員会」 という。） を設置する。選定予備委員会では書面審査とし、応募

者多数の場合は上位3社（ 団体） を決定し、上位3社が第二次審査を行

うものとする。  

① 審議事項 
   提出書類の内容に基づき、提案内容、財務状況等について書面審査す

る。  

② 選定予備委員会の委員構成 
    委員長： 区営自転車等駐車場を所管する部長等 

    副委員長： 区営自転車等駐車場を所管する課長等 

    委 員： 関連する課長等 

(4) 第二次審査（ 選定委員会）  

選定予備委員会の審議結果の報告を受けて、外部委員および区職員に

より構成された「 品川区営自転車等駐車場 指定管理者候補者選定委員

会」 でプレゼンテーションおよびヒアリングを実施した上で、指定管理

者候補者および次点者を選定する。  

① 審議事項 
選定予備委員会の審議結果を踏まえて総合的に審議・ 評価する。  

② 選定委員会の委員構成 
委員長： 企画部長等  

委  員： 有識者２名（ 学識経験者、弁護士等）、選定予備委員会の 

委員長 

③ 審議の結果、相応しい候補者がいない場合、選定しない場合がある。  
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(5)  選定基準

指定管理者の選定は、「 品川区営自転車等駐車場指定管理者候補者選定基

準」（ 別紙5） のほか、次に掲げる事項を選定基準とする。  

① 駐車場利用者の平等な利用およびサービスの向上を図るものであるこ
と。  

② 区営自転車等駐車場の適切な維持および管理ならびに管理に係る経費の
縮減を図るものであること。  

③ 区営自転車等駐車場の管理を安定して行う物的能力および人的能力を有
しているものであること。  

④ 前3号に掲げるもののほか、区営自転車等駐車場の設置目的を達成する
ために十分な能力を有していること。  

(6)  選定結果等の公表 

選定結果は、指定管理者候補者選定委員会の審議対象者に文書で通知す

る。  

(7)  その他 

  選定結果に対する異議申立ては一切受け付けない。  

９．基本協定と年度協定の締結

選定委員会で選定された指定管理者候補者が、品川区議会において指定管

理者の指定の議決を得られない場合は、指定管理者としての指定をされない

が、その場合でも指定管理者候補者が本業務の提案に関して支出した費用に

ついて品川区は一切補償はしない。  

  指定管理者の指定後、本協定を締結する。協定は、管理業務についての基

本的事項を定めた「 基本協定」 と、年度ごとの実施業務や指定管理料を定め

た「 年度協定」 に分けて締結する。  

（ 1） 基本協定で定める主な事項 

① ②業務内容              管理の基準 

③ ④業務報告              指定期間 

⑤ ⑥指定の取り消し            管理経費 

⑦ ⑧個人情報              再委託・ 権利譲渡 

⑨ ⑩監査                研修 

⑪ ⑫財産管理              電算システムの運用 

⑬ ⑭法令、条例、要綱等の遵守      しながわエコリンク 

⑮ 収納金の取り扱い 
（ 2） 年度協定で定める主な事項 

① 年度協定の期間 
② 当該年度の業務内容 
③ 当該年度の管理経費
④ 管理経費の支払い
⑤ その他必要な事項
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１０．管理の適正な実施について

（ 1） 関係法令の遵守 

①  地方自治法、同施行令、同施行規則
②  自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する 
法律 

③  品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例
(別紙6)

④ 同条例施行規則（ 別紙7）
⑤  その他関連する法令 
（ 2） 個人情報の保護および情報公開 

① 個人情報の取扱いを適正に行うこと。また、業務上知り得た情報は法令

に基づき開示する場合を除き第三者に開示してはならない。  

② 本業務に関連する個人情報の公開は、区を通じて行うので情報公開の内

規を作成すること。  

③ 個人情報の保護に関する社内規定を設けること。  

  ※ 「 個人情報を取り扱う委託契約の特記事項」 (別紙8)を参照すること。  
（ 3） 環境に対する配慮 

① 品川区は、しながわエコリンクを基に環境に配慮した区政運営をしてい
ることを理解し、業務執行にあたり地球環境保全に向けた取組みを行う

こと。  

② 「 しながわエコリンクミニガイド」 (別紙9)に基づき、業務従事者に教
育・ 訓練を実施し、実施記録を提出すること。  

（ 4） 障害者差別解消法への取り組み 

品川区では障害者差別解消法を基に区政運営に取り組んでいる。  

「 品川区障害者差別解消法職員ハンドブック」 (別紙10)に基づき、業務従

事者に教育・ 訓練を実施し、実施記録を提出すること。  

（ 5） 事業計画書 

次年度の事業計画書を毎年2月末までに作成・ 提出すること。  

（ 6） 事業報告書 

別紙2「 指定管理者の業務概要説明書 10報告書の作成等」 によること。  

（ 7） 事業評価 

区は、指定管理者の業務の遂行状況や実績を確認するため、「 品川区指

定管理者制度活用に係る基本方針」 および「 品川区指定管理者制度運用に

おける実施要領」 に基づき、モニタリングおよび評価を実施する。評価の

結果、業務執行に改善すべき事項がある場合は、必要な改善を求めるが、

これに従わない場合は、指定を取り消すことがある。  

（ 8） 検査、監査 

地方自治法施行令第158条第4項の規定に基づく品川区会計管理室の検

査および地方自治法第199条第7項の規定に基づく品川区監査委員による

監査が行われる。  
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（ 9） 業務の引継ぎ

① 指定期間が終了した場合または指定取消しとなった場合には、品川区が
指定する者に対し、書類、データ等の円滑かつ確実な引継ぎをするこ

と。  

②指定管理者の責めに帰す事由により、品川区または利用者等に損害が生

じた場合は、指定管理者が賠償の責めを負うものとする。  

（ 10） 業務の継続が困難となった場合の措置 

①施設の管理運営に関して区が行う是正等の指示に従わないなど、指定管

理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理運営を継続

することができないと認めるときは、区はその指定を取消し、または期

間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。その

際、区に生じた損害は指定管理者が賠償するものとする。  

②不可抗力等、区および指定管理者双方の責めに帰すことができない事由

により業務の継続が困難となった場合には、業務継続の可否について協

議するものとする。協議の結果、事業の継続ができないと判断された場

合には、区はその指定の取消を行う。  

問い合わせ（ 提出先）

〒140－8715 品川区広町2-1-36 

品川区 防災まちづく り部 土木管理課 自転車対策係 

担当者： 粟野・ 松田 

Ｔ ＥＬ ： 03-5742-6786  Ｆ ＡＸ ： 03-5742-6887  

Emai l  ： dobokukanri -j i tensha@ci ty. shi nagawa. tokyo. j p 

※Ｅmai l 送信時は、件名に「 品川区営自転車等駐車場指定管理者応募（ 御社

名）」 を入力してく ださい。  



自転車 バイク 白転車 バイク 定期 当日 定期 当日
屋根あり 3,500
屋根なし 3,300

1階 2,300 150 250
2階 2,000
屋上 1,400

屋根あり 3,500

屋根なし 3300
4 戸越公園駅第1 戸越5丁目10番先 平面型駐車場 106 106 150
5 戸越公園駅第2 戸越6丁目6番先 平面型駐車場 15 15 150
6 地下鉄戸越駅第1 平塚1丁目6番先 平面型駐車場 63 1 64 屋根なし 2,000 屋根なし 3,300
7 地下鉄中延駅第2 中延4丁目7番先 平面型駐車場 12 62 3 77 屋根なし 2,000 150 250
8 地下鉄中延駅第3 豊町6丁目24番先 平面型駐車場 58 12 70 屋根なし 2,000 屋根なし 3,300

屋根あり 3,500 250
屋根なし 3,300

10 旗の台駅第1 旗の台2丁目6番先 平面型駐車場 110 8 118 屋根なし 1,600 屋根なし 3,300
11 旗の台駅第2 旗の台2丁目7番先 平面型駐車場 62 2 64 150 250

12 五反田駅
東五反田5丁目27番先
西五反田2丁目2 5番先

平面型駐車場 216 48 187 33 484 屋根なし 2,000 150 屋根なし 3,300 250

13 大井競馬場前駅 勝島1丁目4・5番先
平面型駐車場
（ラックなし）

370 10 41 9 430 屋根なし 2,000 150 屋根なし 3,300 250

14 下神明駅 二葉1丁目1番先 平面型駐車場 141 141 150
15 戸越銀座駅 平塚1丁目5番1号 平面型駐車場 47 46 2 95 屋根なし 2,000 150 250
16 天王洲ｱｲﾙ駅第1 東品川2丁目5番先 地下型駐車場 212 55 267 屋根あり 1,900 150

屋根あり 3,500
屋根なし 3,300

18 品川ｼｰｻｲﾄﾞ駅 東品川4丁目12番先 地下型駐車場 364 20 121 505 屋根あり 1,900 150 屋根あり 3,500
屋根あり 2,500 150 屋根あり 3,500
屋根なし 2,300
1階 2,300 150 屋根なし 3,300
2階 2,000
屋上 1,400
1階 2,300 150 屋根あり 3,500
2階 2,000

22 青物横丁駅 南品川2T目4番先 平面型駐車場 162 168 330 屋根あり 2,300 150
23 立会川駅 南大井1丁目3番1号 平面型駐車場 151 66 119 7 343 屋根あり 2,300 150 屋根あり 3,500 250

4,315 429 2,367 127 7,238

70 236

 区営自転車等駐車場（有料）合計

屋根なし

540

100

19 大森駅水神口 南大井6丁目15番・18番・23番先 平面型駐車場
（一部地下機械式）

777 26 434

3,300

21 荏原町駅 中延5丁目1番1号 立体型駐車場 162 4

1,237

20 西大井駅
西大井1丁目3番・4番先
二葉2丁目26番6号

立体型駐車場 359 4 177

屋根あり 2,300 150

17 天王洲ｱｲﾙ駅第2 東品川2丁目4番先 平面型駐車場 100

9 新馬場駅 南品川2丁目9番先 平面型駐車場 38 39 19 9 105

167 503 屋根あり 2,300 15021

2 大井町駅西口 大井1丁目7番9号 立体型駐車場 358

3 大井町駅西口第2 大井4丁目3・4番先 平面型駐車場 315

2,300 150

5 150 62 575

65 227 833 屋根あり1 大井町駅東口
東大井5丁目20～22番先
東大井6丁目1番先

平面型駐車場 541

別紙1
指定管理物件一覧

番号 名称 所在地 構造
収容台数 使用料（円）

定期利用 当日利用
計

自転車 バイク



別紙２

指定管理者の業務概要説明書

１．事前準備業務

  指定管理者は令和4年4月1日より、品川区営自転車等駐車場（ 以下「 駐

車場」 という。） の管理業務を開始するにあたり、以下の事前準備業務を行

うこと。  

（ 1） 業務の引継ぎ 

指定管理者は、区および現行の駐車場の指定管理者より各業務の引継ぎを

終了すること。  

また、業務の引継ぎの過程においては、一切の利用の中断がなく 、継続し

て利用できるよう努めること。  

（ 2） 駐車場における管理システムの運用 

指定管理者は、現在使用している駐車場の管理システムと同等品以上の機

能を有する管理システムを運用すること。  

(3)  交通系ICカード（ 電子マネー） 決済の運用 

指定管理者は、当日利用の利用精算にあたり、現金精算だけでなく 、交通 

系ICカード決済精算環境を令和4年度第一四半期を目途に導入すること。な

お、指定管理者にて決済代行事業者と契約を結んだうえで運用すること。  

２．駐車場の利用等に関する業務

（ 1） 当日利用者の受付業務 

（ 2） 定期利用者の新規・ 更新時の受付業務 

 ① 駐車場に申請書を設置し、即日回収、もしくは郵送にて申請書を受理 
すること。  

 ② 毎月21日から 28日までは定期利用更新期間となるので、特に留意して
対応にあたること。また、区が指定する駐車場では、定期利用更新でき

る期間は毎年3月31日までとすること。  

③ 受付の際は、遺漏のないよう十分注意すること。  
（ 3） 当日利用および定期利用者の新規・ 更新時の使用料徴収事務 

 ① 当日利用精算機や定期更新機などの機器類は、今後導入される新硬貨、
新紙幣に対応できるようにすること。  

 ② 当日利用および定期利用に要する使用料として所定の金額を、自動精算 
機（ 当日利用）および定期更新機（ 定期利用）により徴収するとともに、

必要に応じて領収書を交付すること。  

③ 自動精算機および定期更新機が、故障等の理由により使用料を徴収する
ことができない時は、作動するまでの間、直接使用料を徴収するととも



に、領収書またはそれに代わるものを交付すること。  

④ 使用料を徴収するにあたっては、取り扱いに適正を期し、徴収した現金
および釣銭については、紛失、盗難等の事故防止に努めること。  

⑤ 徴収した使用料は、翌日（ 土・ 日曜日、祝祭日を除く 。） までに所定の納
付書により、区が指定する金融機関に納付すること。  

  ⑥ 区が指定する方法により、「 収入事務等受託者証書」 を掲示すること。  
（ 4） 利用者に対し、駐輪機器等の使い方を説明すること。  

（ 5） 不正利用している自転車等に対して、注意・ 警告および撤去等を行うこ

と。  

（ 6） 業務に関する利用者等の問い合わせや苦情に対し、適切な説明・ 対応を

行うこと。  

（ 7） 自らの業務の工夫・ アイデアにより、駐車場の利用促進を図ること。  

３．施設および付属設備の維持管理

 （ 1） 施設および付属設備の清掃、除草、除雪を行い、利用者へのサービスを

念頭に置いた常に良好な環境の維持に努めること。  

 （ 2） 施設および付属設備の故障等の有無を常に確認し、適切な対応をするこ

と。  

（ 3） 駐車場の施設から発生するごみ等については、分別しそれぞれ指定日時

に定まった場所に出すこと。  

（ 4） 施設の施錠・ 火元等を十分確認し、防犯・ 防火に万全の配慮をするこ 

(5)  大森駅水神口地下機械式駐輪場が非常停止した場合、停止した号機を利

用している利用者に対する対応策（ 代車等） を提案すること。  

４．施設および付属設備の保守点検業務

次に掲げる施設や付属設備について、定期的に保守点検を行うこと。  

① ラック等駐輪機器（ 2回／年）  
② 自動精算機（ 2回／年）  
③ 定期更新機（ 2回／年）  
④ ゲートシステム（ 2回／年）  
⑤ 自転車搬送機（ 4回／年）  
⑥ その他設備（ 法定による）  

５．施設および付属設備の修繕・ 更新（ 機器入替） 業務

 （ 1） 次に掲げる施設および付属設備について必要に応じて指定管理者の費用

⑤ ⑥負担にて修繕を行うこと。なお 、 については小規模修繕のみ指定管

理者の費用負担にて行うこと。  



① 定期利用システム（ ラック、定期更新機等）  
② 当日利用システム（ ラック、自動精算機、防犯カメラ、満空表示機等）     
③ ゲートシステム 
④ その他設備（ 火災報知機等）  
⑤ 自転車搬送機 
⑥ 建物等施設 
（ 2） 次に掲げる付属設備について必要に応じて指定管理者の費用負担にて更

新（ 機器入れ替え） を行う。ただし、更新した機器については更新後た

だちに、もしくは指定管理期間終了後に、区に無償譲渡すること。  

 ① 定期利用システム（ ラック、定期更新機等）  
 ② 当日利用システム（ ラック、自動精算機、防犯カメラ、満空表示機等）  
 ③ ゲートシステム 

④ その他設備（ 火災報知機等）  
⑤ 自転車搬送機 
⑥ 建物等施設 

６．個人情報の保護

（ 1） 個人に関する紙情報、電子情報の取扱いを適正に行うこと。（ 不要とな

った個人文書はシュレッダー等復元できない方法で処理し、情報流失を

防ぐこと）  

（ 2） 個人に関する紙情報については、鍵のかかる書庫等に保管し、電子情報

については、セキュリティ対策を施すこと。  

（ 3） 情報公開の請求があった場合には、品川区防災まちづく り部土木管理課

の指示を受けること。  

（ 4） 個人情報の保護に関する社内規定を設け、徹底すること。  

７．セキュリティ確保について

（ 1） 業務執行の際は、許可された端末および記憶媒体のみ使用すること。  

（ 2） 端末は、指定管理者の行う業務のみに使用すること。  

（ 3） 区の情報セキュリティ対策の指示に従うこと。  

（ 4） 上記事項に違反し、区または第三者に損害を与えたときは、賠償の責め

を負うものとする。  

８．環境に対する配慮

（ 1） 品川区ではしながわエコリンクを基に環境に配慮した区政運営に取り組

んでいることを理解し、業務執行にあたり地球環境保全に向けた取り組



みを行うこと。  

（ 2）「 しながわエコリンクミニガイド」 に基づき、業務従事者に教育・ 訓練

を実施し、実施記録を提出すること。  

９．障害者差別解消法への取り組み

品川区では障害者差別解消法を基に区政運営に取り組んでいる。  

  「 品川区障害者差別解消法職員ハンドブック」 に基づき、業務従事者に教

育・ 訓練を実施し、実施記録を提出すること。  

10．報告書の作成等

（ 1） 業務日報 

指定管理者は、業務日報を作成し、区から要求があった場合は速やかに

提出すること。業務執行状況月報を翌日5業務日以内に提出すること。  

（ 2） 収納金日報 

指定管理者は、日ごとの収納金日報を作成し、翌業務日（ 土・ 日曜日、

祝祭日を除く 。） に区へ提出すること。  

（ 3） 収納金月報 

指定管理者は、月ごとの収納金月報を作成し、翌月第 1 業務日（ 土・ 日

曜日、祝祭日を除く 。） に区へ提出すること。  

（ 4） 事業報告書（ 年間）  

指定管理者は、年間の事業報告書を作成し、年度終了後30日以内に区に

提出すること。  

（ 5） 定期報告 

指定管理者は、駐車場の業務に関し、区への定期的な報告や連絡を行い、

必要に応じて区と協議を行うこと。  

11．年度協定の締結

指定管理者は、以下の事項について区と年度協定を締結すること。  

① 年度協定の期間 
② 当該年度の業務内容 
③ 当該年度の管理経費 
④ 管理経費の支払方法 
⑤ その他必要な事項 

12．費用負担

指定管理者は、以下の区分に従い、業務に必要な経費は指定管理料によ

り賄うものとする。また、以下の区分以外のものについては、その都度区



と指定管理者双方の協議によりその負担について決定する。  

区 分 

         区 指定管理者 

・ 土地賃借料および公租公課相当額 

・ 施設の大規模修繕費 

・ 施設の改修費 

（ 指定管理者の提案によらないもの）  

・ 人件費 

・ 通信費 

・ 消耗品費 

・ 光熱水費 

・ 清掃費（ 日常的、定期的、特別）  

・ 各種ゴミ処理経費 

・ 広告宣伝費 

・ 保守点検費 

（ 地下機械式駐車場定期点検費含む）  

・ 施設の小規模修繕費 

（ 消費税及び地方消費税含む50万円未満の

修繕費）  

・ 付属設備の修繕費 

・ 付属設備の更新（ 機器入替） 費 

・ 各種保険費 

・ システム設置費 

・ システム管理費 

・ 法定点検費 

・ 各種保険費（ 施設賠償責任保険ほか）  

13．事故の場合

事故（ 物損・ トラブル・ 駐車場内での自転車等の盗難） が生じたときは一

義的に指定管理者の責任において誠意をもって解決を図るとともに、遅滞

なく書面をもって事故等報告書を提出すること。また、指定管理者の責任

において解決が困難な場合においては、速やかに区の指示を仰ぐこと。  

14．損害賠償について

駐車場の管理業務において、指定管理者の責めに帰すべき事由により、区

または第三者に損害を与えた場合、指定管理者はその責めを負う。  

15．協議

その他、指定管理者の業務の内容および処理について疑義が生じた事項に

ついては、その都度、区と指定管理者が協議の上、定めるものとする。  
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指定管理者事業計画書

下記事項における、各申請団体の現状および考え方をご提案願います。 

各項目の順序通りに計画書の作成をお願いします。  

他に提案したいことがあれば「 10 アピール事項」 へご記入ください。  

1 区営自転車等駐車場の管理に関する基本的な考え方

①指定管理者として管理するにあたって、関係法令等を踏まえた基本的な考え方。 
②放置自転車対策に関する基本的な考え方。 
2 業務執行体制に関する事項

①組織図等による組織全体における担当部署の位置づけ、人員配置および雇用方法等。  
②区営自転車等駐車場の管理システムの運用。 
③区営自転車等駐車場の業務時間、定期更新期間の日時等。 
④災害、犯罪、事故発生時または夜間休日等に対する緊急時対応。 
3 自転車等駐車場利用者管理計画

①区営自転車等駐車場の適正な利用方策。 
②利用者の声を反映させる仕組み（ 相談・ 要望・ 苦情トラブルに対する対処方法およびアンケートの実施
等）。  

③駐車場利用率向上のための方策。 
④職員の技術向上や接遇等の研修計画。 
⑤防犯対策。 
4 駐車場施設および付属設備の維持管理・ 修繕・ 更新（ 機器入替） 計画

①施設や付属設備の維持管理 （ 清掃や保守点検等） 計画。（ 新硬貨・ 紙幣対応計画含む）  
②施設や付属設備の修繕更新（ 機器入替） 計画。（ 交通系Ｉ Ｃカード決済の導入計画含む）  
5 サービス向上計画

サービス向上のための方策。 

6 管理経費縮減計画

管理経費縮減のための取り組み方策（ 効率的な人員配置計画等）。  

7 個人情報保護に関する事項

①個人情報保護に関する考え方。 
②個人情報の管理方法、セキュリティ対策、規定の整備等。 
③職員に対する個人情報の保護に対する教育、研修方策。 
8 環境に対する配慮

①品川区の「 しながわエコリンク」 について。  
②環境に関する職員研修。  
10 障害者差別解消法への取り組み

障害者差別解消法に関する職員研修 

11 管理運営実績

自転車等駐車場（ 公営・ 民営） の管理運営実績 

12 アピール事項

他社との違いで特にアピールしたいこと。  
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管理経費（5年間見込み） 1,188,600千円

一般管理費 設備投資費

人件費 駐輪機器設置費

集金業務費 定期更新機設置費

更新業務費 自動精算機設置費

システム管理費 防犯カメラ設置費

緊急対応費 管理棟設置費

保守点検費 システム設置費

清掃等維持費 光ファイバー回線等開設費

光熱水費 電話回線開設費

通信費 オープン事前準備費

印刷経費 初期設備投資費

広告宣伝費 その他経費（小規模修繕費含む）

各種ごみ処理経費

各種保険費

建築基準法第12条検査業務費

その他経費

管理費に含まれる品目



項　　　目 ５年間金額 算定式

・指定管理委託費
(法定設備点検、消防設備点検、
地下機械式駐輪場部品交換費含
む )

1,187,100,000 R3実施額＠237,420,000×5年

・法定建築物点検費（R4、R7） 1,500,000 H31実施額＠150,000×5箇所×2回

合　　計 1,188,600,000

管理経費
（5年間見込み）

1,188,600千円

管理費に含まれる項目

管理経費算定表



                                     別紙５

品川区営自転車等駐車場指定管理者候補者選定基準

平成18年8月2日区長決定
評価項目

1 駐車場の管理に関
する基本的な考え

方

① 指定管理者として管理するにあたって、関係法令等を
ふまえた基本的な考え方

② 放置自転車対策に関する基本的な考え方
2 業務執行体制に関
する事項

① 組織図などによる組織全体における担当部署の位置付
けおよび人員配置、雇用方法

② 駐車場の管理システムの運用
③ 駐車場の業務時間、開設日等
④ 災害、犯罪、事故発生時や夜間休日等に対する緊急時
対応

3 駐車場利用者管
理計画

① 駐車場の適正な利用方策
② 利用者の声を反映させる仕組み（ 相談・ 要望・ トラブ
ルに対する対処方法およびアンケートの実施等）

③ 利用率向上のための方策
④ 職員の技術向上や接遇等の研修方策
⑤ 防犯対策

4 駐車場施設および 
付属設備の維持管 

理・ 修繕・ 更新（ 機 

器入替） 計画

① 施設や付属設備の維持管理（ 清掃や保守点検等） 計画
② 施設や付属設備の修繕・ 更新（ 機器入替） 計画

5サービス向上計画 ① サービス向上のための方策
6管理経費縮減計画 ① 管理経費縮減のための取り組み方策（ 効率的な人員配

置計画等）

7個人情報保護 ① 個人情報保護に関する考え方
② 個人情報の管理方法、セキュリティ対策、規定の整備
等

③ 職員に対する個人情報の保護に関する教育、研修方
策

8環境に対する配慮 ① 品川区のしながわエコリンクについて
② 環境に関する職員研修

9管理運営実績 ① 駐車場（ 公営・ 民営） の管理運営実績
10アピール事項 ① 他社との違いで特にアピールしたいこと

11団体の経営状況 ① 財務諸表等からの団体の経営状況および経営能力



○品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例
平成13年3月30日

条例第32号

目次

―第1章 総則(第1条 第8条)

―第2章 自転車等の放置禁止(第9条 第15条)

―第3章 区営自転車等駐車場の利用(第16条 第27条の5)

―第4章 自転車駐車場の付置義務(第28条 第39条)

第5章 雑則(第40条・ 第41条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、駅周辺の道路等公共の場所における自転車等の放置防止および自転車等の

駐車場の整備について必要な事項を定めることにより、通行機能および歩行者の安全を保持す

るとともに、緊急活動の場の確保を図り、もって区民の安全で快適な生活環境を維持向上させ

ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

(1) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をい

う。

(3) 自転車等 自転車ならびに原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動

機付自転車をいう。以下同じ。)および自動二輪車(同法第3条に規定する大型自動二輪車お

よび普通自動二輪車をいう。以下同じ。 )をいう。

(4) 自転車駐車場 一定の区画を限って設けられる自転車を駐車するための場所をいう。

(5) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設けられる自転車等を駐車するための場所をい

う。

(6) 放置 自転車等の利用者または所有者(以下「 利用者等」 という。)が、公共の場所にお

いて、当該自転車等を離れて、直ちに移動させることができない状態をいう。

(7) 撤去 放置されている自転車等を他の場所に移送することをいう。

(区長の責務)

第3条 区長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置防止に関する意識の啓発、自転車

等駐車場の整備その他必要な施策の実施に努めなければならない。

(利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することのないよう努めるととも

に、区長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

2 自転車等の所有者は、その所有に係る自転車等の見やすい箇所に自己の住所、氏名等を明記

するよう努めなければならない。

3 自転車の所有者は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する

法律(昭和55年法律第87号。以下「 法」 という。 )第12条第3項に規定する防犯登録を受けなけ

ればならない。

(鉄道事業者の責務)

第5条 鉄道事業者は、当該鉄道の利用者のために自転車等駐車場の設置に努めるとともに、区

長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

2 鉄道事業者は、区長が駅周辺に自転車等駐車場を設置しようとするときは、その用地の提供

に努めなければならない。

(施設の設置者等の責務)

第6条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他の自転車等の駐車需要を生じさせる施設の設置者

または管理者は、自転車等駐車場を当該施設もしくはその敷地内またはその周辺に設置するよ

う努めるとともに、区長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

Page 1 of 10品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例

2021/06/07http://asa.daiichihoki.asp.lgwan.jp/asportal/html/kakoreiki/shinagawa/reiki_int_50301...

-1-

別紙6



2 前項の施設の設置者または管理者は、当該施設の周辺に駐車された自転車等が一般の通行に

支障を及ぼすおそれがある場合には、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(自転車等の小売業者の責務)

第7条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に際し、自転車等に所有者の住所、氏

名等を明記することおよび自転車について防犯登録を受けることの勧奨に努めるとともに、区

長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車等の利用の自粛)

第8条 駅周辺の居住者等は、通勤、通学、買物等のために、当該駅への交通の手段として、自

転車等の利用を自粛するよう努めなければならない。

第2章 自転車等の放置禁止

(放置禁止区域の指定)

第9条 区長は、自転車等が大量に放置され、またはそのおそれがある公共の場所について、第1

条の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の駐車場の整備状況を勘案し、

当該区域を放置禁止区域に指定することができる。

2 区長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、または解除することができ

る。

3 区長は、前2項の規定により放置禁止区域を指定し、または変更し、もしくは解除したとき

は、規則で定める事項を告示しなければならない。

(放置禁止区域内の自転車等の放置の禁止)

第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第11条 区長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去する

ことができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第12条 区長は、放置禁止区域外の公共の場所において、自転車等の放置により、区民の良好な

生活環境が阻害されていると認められるときは、当該自転車等の利用者等に対し、放置するこ

とのないよう指導するものとする。

2 区長は、前項の措置を講じてもなお自転車等が放置されているときは、あらかじめ撤去する

旨を警告した後、当該自転車等を撤去することができる。

(緊急時における放置自転車等に対する措置)

第13条 区長は、前2条の規定にかかわらず、自転車等の放置が交通の安全を著しく阻害し、ま

たは緊急活動の妨げとなる場合で、急を要すると認められるときは、直ちに当該自転車等を撤

去することができる。

(撤去した自転車等に対する措置)

第14条 区長は、第11条、第12条第2項および前条の規定により自転車等を撤去したときは、当

該自転車等を保管しなければならない。ただし、明らかに自転車等としての機能を喪失してい

ると認められ、かつ、利用者等が不明である場合には、直ちに処分することができる。

2 区長は、前項の規定により保管した自転車等で利用者等の確認のできるものについては、当

該利用者等に対して速やかに引き取るよう通知し、利用者等の確認ができないものについて

は、規則で定める事項を告示しなければならない。この場合においては、次項の規定による措

置を講ずることがある旨を併せて通知し、または告示するものとする。

3 区長は、第1項の規定により保管した自転車等について、前項の通知または告示のときから相

当の期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合は、規則で定めるとこ

ろにより、当該自転車等を処分することができる。

(費用の徴収)

第15条 区長は、第11条、第12条第2項および第13条の規定により撤去した自転車等を返還する

ときは、当該自転車等の利用者等から、撤去および保管に要した費用として別表第1に定める

額(以下「 撤去保管費用」 という。 )を徴収する。ただし、区長は、特別の理由があると認める

ときは、これを免除することができる。

2 既納の撤去保管費用は、返還しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、

これを返還することができる。
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第3章 区営自転車等駐車場の利用

(区営自転車等駐車場の設置)

第16条 区長は、自転車等の放置の防止に資するため、区営自転車等駐車場を設置する。

2 区営自転車等駐車場の名称および位置は、別表第2のとおりとする。

3 区長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより区営自転車等駐車場を一時

的に設置することができる。

4 区営自転車等駐車場の収容台数は、規則で定める。

… …2項 一部改正・ 3・ 4項 追加〔 平成18年条例37号〕

(利用対象)

第17条 区営自転車等駐車場の利用の対象は、自転車等とする。ただし、区長は、必要があると

認めるときは、自動二輪車を対象としないことができる。

(利用方法)

第18条 区営自転車等駐車場の利用方法は、次のとおりとする。

(1) 定期利用 規則で定める期間を単位とした利用

(2) 当日利用 1日1回を単位とした利用

…本条 一部改正〔 平成28年条例61号〕

(利用手続)

第19条 区営自転車等駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請

し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、定期利用に係る前項の承認をする場合にあっては、規則で定めるところにより優先

して当該定期利用の承認をすることができる。

3 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を承認しないことができる。

(1) 区営自転車等駐車場の収容台数を超えるとき。

(2) 自転車等の構造または規格が区営自転車等駐車場の構造または設備に適合しないとき。

(3) 区営自転車等駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

… … 32項 追加・ 旧2項 項に繰下〔 平成28年条例61号〕

(利用者識別カード等の交付等)

第19条の2 区長は、前条第1項の規定により区営自転車等駐車場(機械式の部分に限る。以下こ

の項において同じ。 )の定期利用を承認した者に対し、利用者識別カード(区営自転車等駐車場

の定期利用の承認を受けた者(以下「 機械式駐車場定期利用者」 という。)および機械式駐車場

定期利用者の自転車を識別するための集積回路を付したカードをいう。 )および利用者識別札

(機械式駐車場定期利用者の自転車を識別するための集積回路を付した札をいう。以下これら

を「 利用者識別カード等」 という。 )を交付する。

2 機械式駐車場定期利用者は、利用者識別カード等を紛失し、または毀損したときは、規則で

定めるところにより、速やかに区長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

3 前項の規定による利用者識別カード等の再交付を受けようとする者は、別表第3に定める額の

範囲内において規則で定める額の手数料を届出の際に納付しなければならない。

…本条 追加〔 平成28年条例61号〕

(使用料の納付)

第20条 第19条第1項の承認を受けた者(以下「 駐車場利用者」 という。 )は、区長が定める期日

までに、別表第4に定める額の範囲内において規則で定める額の使用料を納付しなければなら

ない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、ま

たは免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全

部または一部を返還することができる。

…1項 一部改正〔 平成18年条例37号・ 28年61号〕

(利用の権利の譲渡等の禁止)

第21条 駐車場利用者は、利用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)
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第22条 区長は、駐車場利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その承認を取り消し、

またはその利用を停止し、もしくは制限することができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により区営自転車等駐車場の利用ができなくなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(禁止行為)

第23条 区営自転車等駐車場を利用するに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外の場所に駐車すること。

(2) 工作物等へ鎖、ワイヤー錠等で施錠をすること。

(3) 施設を損傷し、または汚損すること。

(4) 正当な理由なく 、既に駐車している自転車等を移動すること。

(5) 発火、引火もしくは爆発のおそれのある物または悪臭を発する物を場内に持ち込むこ

と。

(6) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる行為をすること。

(不正利用に対する措置)

第24条 区長は、不正の行為により区営自転車等駐車場を利用し、使用料の納入を免れた者(以

下「 不正利用者」 という。 )があるときは、第20条に規定する使用料に相当する額を当該不正

利用者から徴収するものとする。

2 区長は、区営自転車等駐車場内に規則で定める自転車等があるときは、当該自転車等を撤去

することができる。

3 第14条および第15条の規定は、前項の規定により自転車等を撤去した場合について準用す

る。

第25条 削除

削除〔 平成21年条例21号〕

(損害賠償)

第26条 区営自転車等駐車場の施設または付属設備を毀損し、または滅失させた者は、区長が相

当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認め

るときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

…本条 一部改正〔 平成24年条例38号〕

(事故の免責)

第27条 区営自転車等駐車場内において、天災、盗難その他第三者の行為に起因して生じた利用

者の損害については、区は賠償の責めを負わない。

(区営自転車等駐車場の管理)

第27条の2 区営自転車等駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の

規定により、法人その他の団体であって区が指定するもの(以下「 指定管理者」 という。 )に行

わせることができる。

…本条 追加〔 平成18年条例37号〕

(指定管理者の指定の手続)

第27条の3 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に事業計画書その他規則で定め

る書類を添付して、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、事業計画書の内容について、次に掲げる基

準を総合的に審査し、区営自転車等駐車場の管理を行わせるに当たり、最も適していると認め

た団体を候補者として選定するものとする。

(1) 駐車場利用者の平等な利用およびサービスの向上を図るものであること。

(2) 区営自転車等駐車場の適切な維持および管理ならびに管理に係る経費の縮減を図るもの

であること。

(3) 区営自転車等駐車場の管理を安定して行う物的能力および人的能力を有しているもので

あること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区営自転車等駐車場の設置目的を達成するために十分な能力

を有していること。

3 区長は、前項の規定により選定した団体を、議会の議決を経た後、指定管理者として指定す
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るものとする。

…本条 追加〔 平成18年条例37号〕

(指定管理者の行う業務)

第27条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 区営自転車等駐車場の利用の申請および承認に関すること。

(2) 区営自転車等駐車場の手数料および使用料の徴収に関すること。

(3) 区営自転車等駐車場の利用の承認の取消しならびに利用の停止および制限に関するこ

と。

(4) 区営自転車等駐車場の適正な利用の推進に関すること。

(5) 区営自転車等駐車場の施設および付属設備の維持および修繕に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める業務

…本条 追加〔 平成18年条例37号〕 、一部改正〔 平成28年条例61号〕

(指定管理者による個人情報の取扱い)

第27条の5 指定管理者は、その業務に関し取得し、または保有する個人情報の適切な管理を図

るため、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他必要な措置を講じなければならな

い。

2 前条の業務に従事している者または従事していた者は、業務上知り得た個人情報を正当な理

由なく第三者に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。

… …本条 追加〔 平成18年条例37号〕 、1項 一部改正〔 平成24年条例38号〕

第4章 自転車駐車場の付置義務

(区域の指定)

第28条 法第5条第4項の規定に基づき条例で定める区域(以下「 指定区域」 という。 )は、区内の

全域とする。

(施設を新築する場合の自転車駐車場の設置)

第29条 指定区域内において、次の表の左欄に掲げる用途(以下「 指定用途」 という。)に供する

施設で同表の中欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、同表の右欄により算定した規

模の自転車駐車場を当該施設もしくはその敷地内または当該施設からおおむね50メートル以内

に設置しなければならない。

施設の用途 施設の規模 自転車駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケッ

トその他の小売店

店舗面積が300平方メート

ルを超えるもの

店舗面積20平方メートルごとに1台

(1台に満たない端数は切り捨て

る。)

飲食店 店舗面積が300平方メート

ルを超えるもの

店舗面積30平方メートルごとに1台

(1台に満たない端数は切り捨て

る。)

パチンコ店、映画館、カラ

オケボックスその他これら

に類するもの

店舗面積が200平方メート

ルを超えるもの

店舗面積15平方メートルごとに1台

(1台に満たない端数は切り捨て

る。)

レンタルビデオ店その他こ

れに類するもの

店舗面積が300平方メート

ルを超えるもの

店舗面積20平方メートルごとに1台

(1台に満たない端数は切り捨て

る。)

銀行その他の金融機関 店舗面積が300平方メート

ルを超えるもの

店舗面積25平方メートルごとに1台

(1台に満たない端数は切り捨て

る。)

病院、診療所その他これら

に類するもの

診療施設面積が300平方

メートルを超えるもの

診療施設面積25平方メートルごとに

1台(1台に満たない端数は切り捨て

る。)
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2 前項の表における施設の用途の範囲ならびに店舗面積、診療施設面積、運動場面積および教

室面積(以下「 店舗面積等」 という。 )の算定方法は、規則で定める。

(混合用途施設に係る自転車駐車場の規模)

第30条 前条第1項の表の左欄に掲げる2以上の用途に供する施設(以下「 混合用途施設」 とい

う。 )の新築については、当該用途ごとに同表の右欄に掲げる基準により算定した自転車駐車

場の規模の合計が15台以上である場合に、その合計した自転車駐車場の規模を同欄に掲げる基

準により算定した自転車駐車場の規模とみなして、同条の規定を適用する。

(大規模な施設に係る自転車駐車場の規模)

第31条 店舗面積等が5, 000平方メートルを超える指定用途に供する施設(混合用途施設を除

く 。 )を新築する場合には、第29条の規定にかかわらず、店舗面積等が5, 000平方メートルまで

の部分について同条第1項の表の右欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模に、店

舗面積等が5, 000平方メートルを超える部分について同欄に掲げる基準により算定した自転車

駐車場の規模に2分の1を乗じて得た規模(1台に満たない端数は切り捨てる。 )を加えた規模を

もって、同欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模とみなして、同条の規定を適用

する。

2 混合用途施設で各用途の店舗面積等の合計(以下この項において「 合計面積」 という。 )が

5, 000平方メートルを超えるものを新築する場合には、前条の規定にかかわらず、合計面積が

5, 000平方メートルまでの部分における各用途の店舗面積等が5, 000平方メートルに占める割合

と、合計面積が5, 000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しく し、合計面積を

前項の店舗面積等とみなして同項の算定方法を用いて算定した規模をもって、同条の自転車駐

車場の規模とする。

(施設を増築する場合の自転車駐車場の規模)

第32条 指定区域内において、次に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の施設(当該施

設のうち当該施設の敷地について指定区域が定められる前に建築された部分を除く 。 )をすべ

て新築したものとみなして前3条の規定により算定した自転車駐車場の規模から、現にこの条

例により設置されている自転車駐車場の規模(以下「 既存の規模」 という。 )を控除した規模の

自転車駐車場を設置しなければならない。

(1) 指定用途に供する施設についての第29条第1項の表の中欄に掲げる規模となる増築または

当該施設で当該規模のものについての増築

(2) 混合用途施設となる増築または混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をす

べて新築したものとみなして用途ごとに第29条第1項の表の下欄により算定した自転車駐車

場の規模の合計が15台以上である場合に係るもの

(施設の用途を変更する場合の自転車駐車場の規模)

第33条 指定区域内において、施設の用途を変更する場合で建築基準法(昭和25年法律第201号)

第87条第1項の規定により、建築確認が必要なものについて、次に掲げる用途の変更をしよう

とする者は、当該用途の変更後の施設(当該施設のうち当該施設の敷地について指定区域が定

められる前に建築された部分で、かつ、指定区域が定められた後に当該施設の用途の変更がさ

れていない部分を除く 。 )をすべて新築したものとみなして第29条から第31条までの規定によ

り算定した自転車駐車場の規模(以下この項において「 用途変更後の規模」 という。 )から、既

存の規模を控除した規模に2分の1を乗じて得た規模(1台に満たない端数は切り捨てる。 )の自

転車駐車場を設置しなければならない。ただし、既存の規模が用途変更後の規模を上回る場合

は、用途変更後の規模をもって、当該施設の自転車駐車場の規模とする。

(1) 指定用途に供する施設についての第29条第1項の表の中欄に掲げる規模となる用途の変更

スポーツ、体育その他の健

康の増進を目的とする施設

運動場面積が500平方メー

トルを超えるもの

運動場面積50平方メートルごとに1

台(1台に満たない端数は切り捨て

る。)

学習、教育、趣味等の教授

を目的とする施設

教室面積が300平方メート

ルを超えるもの

教室面積15平方メートルごとに1台

(1台に満たない端数は切り捨て

る。)
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または当該施設で当該規模のものについての用途の変更

(2) 混合用途施設となる用途の変更または混合用途施設についての用途の変更で、当該用途

の変更後の施設をすべて新築したとみなして用途ごとに第29条第1項の表の下欄により算定

した自転車駐車場の規模の合計が15台以上である場合に係るもの

2 前項の用途の変更と同時に、前条に規定する増築をしようとする場合は、当該施設の用途の

変更をした後に、増築がされるものとして自転車駐車場の規模を算定する。

(自転車駐車場の構造等)

第34条 第29条から前条までの規定により設置される自転車駐車場の構造および設備は、利用者

の安全が確保され、かつ、自転車が有効に駐車できるものでなければならない。

2 前項に規定する自転車駐車場の駐車部分の面積は、駐車台数1台につき1平方メートル以上と

する。ただし、効率的に駐車できる装置を用いる自転車駐車場で区長が適当と認めるものにつ

いては、この限りでない。

(自転車駐車場の設置の届出)

第35条 第29条から第33条までの規定により自転車駐車場を設置しようとする者は、あらかじ

め、規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようと

する場合も同様とする。

(自転車駐車場の管理)

第36条 第29条から第33条までの規定により設置された自転車駐車場の所有者または管理者は、

当該自転車駐車場をその設置の目的に適合するよう管理しなければならない。

(立入検査等)

第37条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、施設もしくは自転車駐車場の所有者も

しくは管理者から報告もしくは資料の提出を求め、または当該職員をして施設もしくは自転車

駐車場の立入検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求が

あったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第38条 区長は、第29条から第36条までの規定に違反した者に対して、相当の期間を定めて自転

車駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を構ずべきことを命ず

ることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置および理由を記載した書面により

行うものとする。

(公表)

第39条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を公表することができる。

(1) 第37条第1項の規定により報告もしくは資料の提出を求めた場合または同項の立入検査を

しようとした場合において、施設もしくは自転車駐車場の所有者もしくは管理者が、その求

めに応じず、もしくは虚偽の報告をし、または立入検査を拒み、もしくは妨げたとき。

(2) 前条第1項の規定による区長の命令に従わないとき。

第5章 雑則

(関係機関との協議)

第40条 区長は、この条例に規定する施策を実施するために必要と認めるときは、関係機関と協

議するとともに、その協力を要請することができる。

(委任)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第4章の規定は平成14年4月1日から、

付則第4項の規定は公布の日から施行する。

(自転車等の駐車秩序に関する条例の廃止)

2 自転車等の駐車秩序に関する条例(昭和61年品川区条例第48号。以下「 旧条例」 という。 )

は、廃止する。

(経過措置)
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3 第4章の規定は、平成14年4月1日以後に建築基準法第6条(同法第87条第1項において準用する

場合を含む。)による確認申請があった施設について適用する。

4 区営自転車等駐車場の定期利用について必要な手続は、この条例の施行の日前においても行

うことができる。

5 この条例の施行の日前に、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条

例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その

他の行為とみなす。

付 則(平成18年7月10日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成19年7月5日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成19年10月22日条例第39号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

付 則(平成20年7月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成20年12月8日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成21年3月31日条例第21号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

付 則(平成23年10月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成24年7月9日条例第38号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

付 則(平成25年7月12日条例第32号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

付 則(平成25年12月9日条例第46号)

この条例は、平成26年2月1日から施行する。

付 則(平成28年12月8日条例第61号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第18条第1号、第19条第2項、第19条の2、第20条第1項、第27条の4第2号および別表

第3の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受けた区営自転車等駐車場の定期利用につい

て適用し、同日前に承認を受けた区営自転車等駐車場の定期利用については、なお従前の例に

よる。

付 則(平成29年10月20日条例第34号)

この条例は、平成30年3月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

別表第2(第16条関係)

本表… 追加〔 平成18年条例37号〕 、一部改正〔 平成19年条例31号・ 39号・ 20年20号・ 39
号・ 21年21号・ 23年27号・ 24年38号・ 25年32号・ 46号〕 、 (平29条例34・ 一部改正)

種別 金額

自転車 3, 000円

原動機付自転車・ 自動二輪車 5, 000円

名称 位置

大崎駅東口区営自転車等駐車場 東京都品川区大崎一丁目4番先

大崎駅西口区営自転車等駐車場 東京都品川区大崎二丁目1番先

大崎駅西口第2区営自転車等駐車場 東京都品川区大崎三丁目5番・ 6番先
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別表第3(第19条の2関係)

…本表 追加〔 平成28年条例61号〕

別表第4(第20条関係)

旧別表2… 別表3に繰下〔 平成18 …年条例37号〕 、旧別表3 別表4に繰下〔 平成28年条例61

号〕

大井町駅東口区営自転車等駐車場 東京都品川区東大井五丁目20番・ 21番・ 22番

先

東京都品川区東大井六丁目1番先

大井町駅西口区営自転車等駐車場 東京都品川区大井一丁目7番9号

大井町駅西口第2区営自転車等駐車場 東京都品川区大井四丁目3番・ 4番先

戸越公園駅第1区営自転車等駐車場 東京都品川区戸越五丁目10番先

戸越公園駅第2区営自転車等駐車場 東京都品川区戸越六丁目6番先

地下鉄戸越駅第1区営自転車等駐車場 東京都品川区平塚一丁目6番先

地下鉄中延駅第2区営自転車等駐車場 東京都品川区中延四丁目7番先

地下鉄中延駅第3区営自転車等駐車場 東京都品川区豊町六丁目24番先

新馬場駅区営自転車等駐車場 東京都品川区南品川二丁目9番先

旗の台駅第1区営自転車等駐車場 東京都品川区旗の台二丁目6番先

旗の台駅第2区営自転車等駐車場 東京都品川区旗の台二丁目7番先

五反田駅区営自転車等駐車場 東京都品川区東五反田五丁目27番先

東京都品川区西五反田二丁目2番・ 3番・ 4番・

5番先

大井競馬場前駅区営自転車等駐車場 東京都品川区勝島一丁目4番・ 5番先

下神明駅区営自転車等駐車場 東京都品川区二葉一丁目1番先

戸越銀座駅区営自転車等駐車場 東京都品川区平塚一丁目5番1号

天王洲アイル駅第1区営自転車等駐車場 東京都品川区東品川二丁目5番先

天王洲アイル駅第2区営自転車等駐車場 東京都品川区東品川二丁目4番先

品川シーサイド駅区営自転車等駐車場 東京都品川区東品川四丁目12番先

大森駅水神口区営自転車等駐車場 東京都品川区南大井六丁目15番・ 18番・ 23番

先

西大井駅区営自転車等駐車場 東京都品川区西大井一丁目3番・ 4番先

東京都品川区二葉二丁目26番6号

荏原町駅区営自転車等駐車場 東京都品川区中延五丁目1番1号

青物横丁駅区営自転車等駐車場 東京都品川区南品川二丁目4番先

立会川駅区営自転車等駐車場 東京都品川区南大井一丁目3番1号

種別 金額

利用者識別カード 500円

利用者識別札 700円
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利用区分 金額

定期利用 自転車 2, 500円

原動機付自転車・ 自動二輪車 3, 500円

当日利用 自転車 150円

原動機付自転車・ 自動二輪車 250円
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○品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則 

平成13年7月31日

規則第81号

(趣旨) 

第1条 この規則は、品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例(平成13
年品川区条例第32号。以下「 条例」 という。 )の施行について必要な事項を定めるものとする。  

(用語) 

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

(放置禁止区域の告示等) 

第3条 区長は、条例第9条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に放置
禁止区域表示板(第1号様式)を設置するものとする。  

2 条例第9条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を明示して行う。  

(1)  放置禁止区域の指定、変更または解除の日 

(2) 放置禁止区域の範囲 

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要と認める事項 

(鎖等使用自転車等に対する措置) 

第4条 条例第11条、第12条第2項および第13条の規定により自転車等を撤去するに当たり、当該
自転車等がガードレールその他の工作物に鎖等によりつながれている場合において、当該鎖等を切
断しなければ当該自転車等を撤去できないときは、当該鎖等を切断して撤去することができる。こ
の場合において、鎖等が切断されたことにより生じた損害について、区は賠償の責めを負わない。 

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する指導等) 

第5条 条例第12条第1項の規定による指導は、当該場所に自転車等を放置してはならない旨を明示
した立看板の設置等により行うものとする。  

2 条例第12条第2項の規定による警告は、放置自転車等を撤去する日の7日前までに撤去する旨を
明示した警告札を取り付けることにより行うものとする。 

(利用者等への通知等) 

第6条 条例第14条第2項の規定による利用者等への通知は、放置自転車等引取通知書(第2号様式)
により行うものとする。  

2 条例第14条第2項の規定による告示事項は、次に掲げるとおりとする。  

(1)  自転車等の種別、形式および色 

(2) 撤去した日 

　　別紙７



(3)  放置されていた場所 

(4) 返還場所 

(5)  返還期限

(6) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項 

3 条例第14条第2項の規定による告示の期間は、14日間とする。  

 (自転車等の処分) 

第7条 条例第14条第3項に規定する相当の期間は、通知を発した日または告示期間が満了した日の
翌日から起算して30日間とする。  

2 条例第14条第3項に規定する処分は、売却または再生利用とする。ただし、買受人がない自転車
等および売却または再生利用をすることが適当でないと認める自転車等については、区長は、次に
掲げる処分をするものとする。 

(1)  無償譲渡

(2) 廃棄

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が適当と認める処分

 (売却代金の保管および返還) 

第7条の2 区長は、前条第2項の売却をしたときは、売却した自転車等の代金を保管するものとす
る。この場合において、条例第14条第2項の規定による告示の日から起算して6カ月を経過する
までに、当該自転車等の利用者等がその返還を求めたときは、その売却代金を返還するものとす
る。 

2 前項の規定により売却代金の返還を受けようとする者は、放置自転車等売却代金返還申請書(第2
号の2様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、区長は、売却代金の返還を受
けようとする者から撤去保管費用を徴収するものとする。 

 (費用の免除) 

第8条 条例第15条第1項ただし書に規定する区長が撤去保管費用を免除することができる場合は、
次に掲げるとおりとする。  

(1)  撤去された自転車等が盗難されたものであり、撤去日までに警察署に当該自転車等の被害届が
提出されているとき。  

(2)  前号に定めるもののほか、区長が特に正当な理由があると認めるとき。  

(区営自転車等駐車場の収容台数、使用料等) 

第9条 条例第16条第4項に規定する区営自転車等駐車場(以下「 駐車場」 という。 )の収容台数およ
び利用方法ならびに条例第20条第1項に規定する使用料は、別表第1のとおりとする。  

 (定期利用の利用期間) 

第9条の2 条例第18条第1号の規則で定める期間(第11条第1項第1号および第2号に規定する者
が利用する場合の期間に限る。)は、次に掲げる期間とする。 



(1)  1カ月間(利用しようとする日(以下「 利用日」 という。以下同じ。 )の属する月の初日(月の中
途から利用する場合にあっては、区長が指定する日。次号および第3号において同じ。 )から当
該月の末日までをいう。次項において同じ。 ) 

(2)  3カ月間(利用日の属する月の初日から当該月の2カ月後の月の末日までをいう。 ) 

(3)  6カ月間(利用日の属する月の初日から当該月の5カ月後の月の末日までをいう。 ) 

2 条例第18条第1号の規則で定める期間(第11条第2項に規定する者が利用する場合の期間に限
る。 )は、1カ月間とする。  

 (定期利用の申請等) 

第10条 条例第19条第1項の規定により、条例第18条第1号に規定する駐車場の定期利用の承認を
受けようとする者は、品川区営自転車等駐車場定期利用承認申請書(第3号様式)を区長に提出しな
ければならない。  

2 区長は、前項の申請に対し、定期利用の承認または不承認の決定をしたときは、品川区営自転車等
駐車場定期利用承認・ 不承認書(第4号様式)を申請者に交付する。  

(定期利用の優先承認) 

第11条 区長は、条例第19条第2項の定期利用の承認をする場合にあっては、次の順序により優先
して当該定期利用の承認をすることができる。  

(1)  障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、次のいずれ
かに該当するもの 

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳
(以下「 身体障害者手帳」 という。 )の交付を受けている者 

イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定
に基づく精神障害者保健福祉手帳(以下「 精神障害者保健福祉手帳」 という。 )の交付を受け
ている者 

ウ 東京都知事の定めるところによる愛の手帳その他これに類する手帳(以下「 愛の手帳等」
という。 )の交付を受けている者 

(2)  区内に住所を有する者(前号に規定する者を除く 。 ) 

2 区長は、前項の規定により優先して定期利用の承認をした後であって、なお駐車場に空きがある場
合には、同項第1号および第2号に規定する者以外の者の定期利用の承認をすることができる。 

3 第1項に規定する承認を受けようとする者は、品川区営自転車等駐車場定期利用承認申請書に同項
各号に該当することを証する書類を添えて、区長に申請しなければならない。  

 (当日利用の申請) 

第12条 駐車場の当日利用の利用手続については、自転車等を駐車設備に駐車したことをもって利用
の申請があったものとみなす。 

(定期利用券等) 

第13条 区長は、駐車場(機械式の部分を除く 。次項において同じ。 )の定期利用を承認した者に対
し、品川区営自転車等駐車場定期利用券(第5号様式)および品川区営自転車等駐車場利用票(第6
号様式)を交付する。 



2 定期利用の承認を受けた者(条例第19条の2第1項に規定する機械式駐車場定期利用者(以下「 機
械式駐車場定期利用者」 という。 )を除く 。第14条において同じ。 )は、品川区営自転車等駐車場
定期利用券を常に携帯するとともに、品川区営自転車等駐車場利用票を駐車場の利用に係る自転車
等の見やすい場所に貼り付けなければならない。 

 (利用者識別カード等) 

第13条の2 条例第19条の2第1項に規定する利用者識別カード(以下「 利用者識別カード」 とい
う。 )は、品川区営自転車等駐車場利用者識別カード(第6号の2様式)とする。 

2 機械式駐車場定期利用者は、利用者識別カードを常に携帯するとともに、条例第19条の2第1項
に規定する利用者識別札(以下「 利用者識別札」 という。 )を駐車場(機械式の部分に限る。 )の利用
に係る自転車の見やすい場所に取り付けなければならない。 

3 条例第19条の2第2項の規定により利用者識別カード等の再交付を受けようとする者は、品川区
営自転車等駐車場利用者識別カード等再交付届出書(第6号の3様式)により区長に届け出なければ
ならない。  

4 条例第19条の2第3項に規定する手数料は、別表第2のとおりとする。  

 (使用料の納付) 

第14条 定期利用の承認を受けた者および機械式駐車場定期利用者(以下「 定期利用者」 という。 )
は、品川区営自転車等駐車場定期利用承認・ 不承認書と引換えに使用料を納付しなければならな
い。 

 (使用料の減免) 

第15条 条例第20条第2項の規定により使用料を減額し、または免除することができる場合は、次
に掲げるとおりとする。  

(1)  定期利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているとき(通勤ま
たは通学に自転車等を使用することが不可欠と認められる者に限る。次号から第5号までにお
いて同じ。)。  免除 

(2)  定期利用者が身体障害者手帳の交付を受けているとき。 免除 

(3)  定期利用者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているとき。  免除 

(4)  定期利用者が愛の手帳等の交付を受けているとき。 免除 

(5)  前各号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。  免除または使用料の5
割減額 

2 前項に規定する使用料の減額または免除を受けようとする者は、品川区営自転車等駐車場使用料減
額・ 免除申請書(第7号様式)に前項各号に該当することを証する書類を添えて、区長に申請しなけ
ればならない。 

3 区長は、使用料の減額または免除について承認または不承認の決定をしたときは、品川区営自転車
等駐車場使用料減額・ 免除承認・ 不承認書(第8号様式)を申請者に交付する。  

 (住所等の変更届) 

第16条 定期利用者は、住所、氏名または電話番号を変更したときは、遅滞なくその旨を区長に届け
出なければならない。  

(定期利用の継続手続) 



第17条 定期利用者は、承認を受けた期間が満了する場合において、引き続き利用しようとするとき
は、当該期間が満了する日の7日前から区長に定期利用の申請をすることができる。 

(使用料減免理由の消滅等) 

第18条 第15条第3項に規定する使用料の減額または免除の承認を受けた者は、当該減額または免
除の理由が消滅または変更したときは、速やかに品川区営自転車等駐車場使用料減額・ 免除理由の
消滅・ 変更届出書(第9号様式)により区長に届け出なければならない。  

(使用料の返還) 

第19条 条例第20条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合およびその額は、次に掲げ
るとおりとする。  

(1)  定期利用者の責めに帰さない理由により駐車場の利用ができなくなるとき。 既納の使用料
を承認を受けた期間の日数で除して得た額に利用できない日数を乗じて得た額 

(2) 承認を受けた期間の開始前に駐車場の利用をやめる申出があったとき。 既納の使用料の全額 

(3) 承認を受けた期間の中途で駐車場の利用をやめる申出があった場合で残存期間が1カ月以上
あるとき。 既納の使用料から 1カ月の使用料に利用をやめた日の属する月までの月数を乗じ
て得た額を減じた額 

2 前項に規定する使用料の返還を受けようとする者は、品川区営自転車等駐車場使用料返還申請書
(第10号様式)を区長に提出しなければならない。  

(利用承認の取消通知) 

第20条 区長は、条例第22条の規定により利用の承認を取り消し、または利用を停止し、もしくは
制限したときは、品川区営自転車等駐車場利用承認取消・ 停止・ 制限通知書(第11号様式)により
定期利用者に通知する。  

(規則で定める自転車等) 

第21条 条例第24条第2項の規定に基づき撤去することができる自転車等は、次に掲げるとおりと
する。  

(1)  条例第19条第1項の利用の承認を受けていない者の自転車等 

(2) 条例第20条第1項の使用料を納付していない者の自転車等 

(3) 条例第22条の利用の承認の取消しまたは利用の停止もしくは制限を受けている者の自転車等 

(4) 指定された場所以外の場所に駐車している者の自転車等 

(5) 管理上支障があると認められる自転車等 

2 当日利用として駐車場を利用している自転車等について、引き続き7日以上放置されていると認め
られるときは、条例第24条第2項の規定に基づき撤去することができる。  

3 第4条および第5条第2項の規定は、前2項に規定する自転車等を撤去する場合について準用す
る。 

  (指定管理者の指定の申請) 

第21条の2 条例第27条の3第1項に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(第11号の2様
式。以下「 指定申請書」 という。 )とする。 



2 条例第27条の3第1項に規定するその他規則で定める書類は、次のとおりとする。  

(1)  駐車場の管理の業務に関する収支予算書 

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書および収支予算書ならびに前事業年度
の事業報告書、貸借対照表および損益計算書またはこれらに類する書類 

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める書類 

(指定管理者の指定の通知) 

第21条の3 区長は、条例第27条の3第1項の規定による申請を行った団体を指定管理者として指
定したときは、指定管理者指定通知書(第11号の3様式)により当該団体に通知するものとする。 

 (指定管理者の指定の取消し等) 

第21条の4 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、ま
たは期間を定めて駐車場の管理の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。  

(1)  駐車場の管理の業務または経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。 

(2)  条例第27条の3第2項各号に規定する基準を満たさなく なったと認めるとき。  

(3)  前2号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認める
とき。  

 (協定の締結) 

第21条の5 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結する。 

(1)  条例第27条の4各号に規定する業務の実施に関すること。  

(2)  駐車場の管理に要する費用に関すること。  

(3)  駐車場の管理の業務に関し取得し、または保有する個人情報の保護に関すること。  

(4)  駐車場の管理の業務に関する各年度における事業の計画書、事業報告書および収支に関する書 
類の作成および提出に関すること。  

(5)  前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める事項 

 (店舗面積等の算定) 

第22条 条例第29条第2項に規定する店舗面積等の算定方法は、次の各号に掲げる用途ごとに当該
各号に定めるものの床面積を合計して求めるものとする。 

(1)  百貨店、スーパーマーケットその他の小売店 売り場(待合室を含む。)、売場間の通路、ショー
ウィンドー、ショールーム、サービス部門、承り所、物品の加工修理場その他これらに類するもの 

(2)  飲食店 客席その他これに類するもの 



(3)  パチンコ店、映画館、カラオケボックスその他これらに類するもの 遊技室、景品交換所、観客
席、個室、待合室その他これらに類するもの 

(4)  レンタルビデオ店その他これに類するもの 商品陳列場所、商品陳列場所間の通路、入会手続場
所、会計場所その他これらに類するもの 

(5)  銀行その他の金融機関 銀行室、待合室、ショーウィンドーその他これらに類するもの 

(6)  病院、診療所その他これらに類するもの 待合室、診療施設、検査施設、会計場所その他これら
に類するもの 

(7)  スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設 競技場、運動場、練習場、更衣室、観覧
席その他これらに類するもの 

(8)  学習、教育、趣味等の教授を目的とする施設 教室、講堂、実習室、図書室その他これらに類す
るもの 

(設置の届出) 

第23条 条例第35条に規定する届出は、自転車駐車場設置(変更)届出書(第12号様式)によるものと
し、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1)  案内図 

(2)  配置図 

(3)  施設の各階平面図 

(4) 自転車駐車場の平面図 

(5) 自転車駐車場の構造図(特殊な装置を用いる自転車駐車場に限る。 ) 

2 前項の規定による届出をした者は、自転車駐車場の設置または変更が完了したときは、自転車駐車
場設置完了届出書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。 

(立入検査員証) 

第24条 条例第37条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(第14号様式)とする。  

(措置命令書) 

第25条 条例第38条の規定による措置命令は、措置命令書(第15号様式)により行うものとする。  

(公表) 

第26条 条例第39条に規定する公表は、品川区公告式条例(昭和28年品川区条例第21号)に規定す
る掲示板への掲示の方法により行う。 

(委任) 

第27条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。  

付 則 

(施行期日) 



1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第22条から第26条までの規定は平成
14年4月1日から、付則第4項の規定は公布の日から施行する。  

(自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則の廃止) 

2 自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則(昭和62年品川区規則第57号。以下「 旧規則」 とい
う。 )は、廃止する。 

(経過措置) 

3 第22条から第26条までの規定は、平成14年4月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)
第6条(同法第87条第1項において準用する場合を含む。 )の規定による確認申請があった施設に
ついて適用する。  

4 品川区営自転車等駐車場の定期利用について必要な手続は、この規則の施行の日前においても行う
ことができる。 

5 この規則の施行の日前に、旧規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相
当する規定がある場合には、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみな
す。 

付 則(平成14年8月30日規則第51号) 

この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、別表に29の項および30の項を加える改
正規定は、平成14年9月1日から施行する。  

付 則(平成14年11月29日規則第64号) 

この規則は、平成14年12月1日から施行する。  

付 則(平成15年3月31日規則第28号) 

この規則は、平成15年4月1日から施行する。  

付 則(平成15年9月30日規則第58号) 

この規則は、平成15年10月1日から施行する。  

付 則(平成16年3月31日規則第8号) 

この規則は、平成16年4月1日から施行する。  

付 則(平成16年3月31日規則第35号) 

この規則は、平成16年4月1日から施行する。  

付 則(平成16年7月30日規則第56号) 

この規則は、平成16年8月1日から施行する。  

付 則(平成16年10月25日規則第62号) 

この規則は、平成16年11月1日から施行する。  

付 則(平成17年3月31日規則第30号) 



この規則は、平成17年4月1日から施行する。  

付 則(平成17年3月31日規則第37号) 

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。  

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で現に残存するものについ
ては、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。  

付 則(平成18年7月10日規則第54号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成18年10月18日規則第68号) 

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。  

2 改正後の品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則別表の規定
は、この規則の施行の日以後の区営自転車等駐車場の利用に係る使用料について適用し、同日前の
利用に係る使用料については、なお従前の例による。  

付 則(平成19年7月5日規則第53号) 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表旗の台第1区営自転車等駐車場の項、天王洲ア
イル駅第1区営自転車等駐車場の項および品川シーサイド駅区営自転車等駐車場の項の改正規定は、
平成19年9月1日から施行する。  

付 則(平成19年9月28日規則第58号) 

この規則は、平成19年10月1日から施行する。  

付 則(平成19年10月22日規則第68号) 

この規則は、平成19年11月1日から施行する。  

付 則(平成19年12月28日規則第73号) 

この規則は、公布の日から施行する。  

付 則(平成20年3月31日規則第34号) 

この規則は、平成20年4月1日から施行する。  

付 則(平成20年7月4日規則第52号) 

この規則は、公布の日から施行する。  

付 則(平成20年12月8日規則第61号) 

この規則は、公布の日から施行する。  

付 則(平成21年8月31日規則第50号) 

この規則は、平成21年9月1日から施行する。ただし、別表大森駅水神口区営自転車等駐車場の
項の改正規定(「 295台」 を「 499台」 に改める部分に限る。 )は、平成21年9月15日から施行す
る。 



付 則(平成23年8月23日規則第33号) 

この規則は、平成23年9月1日から施行する。  

付 則(平成24年2月29日規則第1号) 

この規則は、平成24年3月1日から施行する。  

付 則(平成24年8月31日規則第51号) 

この規則は、平成24年9月1日から施行する。  

付 則(平成25年2月28日規則第3号) 

この規則は、公布の日から施行する。  

付 則(平成25年8月30日規則第34号) 

この規則中別表大井町駅東口区営自転車等駐車場の項および大井町駅西口第2区営自転車等駐車場
の項の改正規定は平成25年9月1日から、同表大崎駅東口区営自転車等駐車場の項の改正規定は同
年10月1日から施行する。  

      付 則(平成26年1月31日規則第1号) 

この規則は、平成26年2月1日から施行する。  

付 則(平成28年3月31日規則第6号) 

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。  

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で現に残存するものについ
ては、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。  

付 則(平成28年12月28日規則第57号) 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。  

付 則(平成29年10月20日規則第21号) 

この規則は、公布の日から施行する。  

付 則(平成30年2月28日規則第4号) 

この規則は、平成30年3月1日から施行する。  

付 則(平成30年4月27日規則第36号) 

この規則は、平成30年4月29日から施行する。  

付 則(平成31年3月27日規則第19号) 

この規則は、平成31年4月1日から施行する。  

    付 則（ 令和3年3月29日規則第15号）

この規則は、令和3年4月1日から施行する。  



別表第1(第9条関係) 

名称 収容台数 利用方法および使用料

大崎駅東口区営自転車等駐車場 327台定期利用 2, 300円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3, 500円) 

当日利用 150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) 

大崎駅西口区営自転車等駐車場 901台定期利用 2, 300円

当日利用 150円

大崎駅西口第2区営自転車等駐車場 121台定期利用 3, 500円

大井町駅東口区営自転車等駐車場 833台定期利用 2, 300円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、 

屋根付き 3, 500円

屋根無し 3, 300円)

当日利用 150円

大井町駅西口区営自転車等駐車場 575台定期利用 

1階 2, 300円

2階 2, 000円

屋上 1, 400円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、 

屋根付き 3, 500円

屋根無し 3, 300円)

当日利用 150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) 

大井町駅西口第2区営自転車等駐車場 503台定期利用 2, 300円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、 

屋根付き 3, 500円

屋根無し 3, 300円)

当日利用 150円

戸越公園駅第1区営自転車等駐車場 106台当日利用 150円

戸越公園駅第2区営自転車等駐車場 15台当日利用 150円



地下鉄戸越駅第1区営自転車等駐車場 64台定期利用 2, 000円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3, 300円) 

地下鉄中延駅第2区営自転車等駐車場 77台定期利用 2, 000円

当日利用 150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) 

地下鉄中延駅第3区営自転車等駐車場 70台定期利用 2, 000円

(原動機付自転車にあっては、3, 300円) 

新馬場駅区営自転車等駐車場 105台定期利用 

屋根付き 2, 300円

屋根無し 2, 000円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、 

屋根付き 3, 500円

屋根無し 3, 300円)

当日利用 150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) 

旗の台駅第1区営自転車等駐車場 118台定期利用 1, 600円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3, 300円) 

旗の台駅第2区営自転車等駐車場 64台当日利用 150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) 

五反田駅区営自転車等駐車場 484台定期利用 2, 000円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3, 300円) 

当日利用 150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) 

大井競馬場前駅区営自転車等駐車場 430台定期利用 2, 000円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3, 300円) 

当日利用 150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) 

下神明駅区営自転車等駐車場 141台当日利用 150円

戸越銀座駅区営自転車等駐車場 95台定期利用 2, 000円

当日利用 150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) 

267台定期利用 1, 900円



天王洲アイル駅第1区営自転車等駐車

場 

当日利用 150円

天王洲アイル駅第2区営自転車等駐車

場 

100台定期利用 

屋根付き 3, 500円

屋根無し 3, 300円

品川シーサイド駅区営自転車等駐車場 505台定期利用 1, 900円

(原動機付自転車にあっては、3, 500円) 

当日利用 150円

大森駅水神口区営自転車等駐車場 1, 237台定期利用 

機械式 2, 500円

機械式以外 2, 300円

(原動機付自転車にあっては、3, 500円) 

当日利用 150円

西大井駅区営自転車等駐車場 540台定期利用 

1階 2, 300円

2階 2, 000円

屋上 1, 400円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3, 300円) 

当日利用 150円

荏原町駅区営自転車等駐車場 236台定期利用 

1階 2, 300円

2階 2, 000円

(原動機付自転車にあっては、3, 500円) 

当日利用 150円

青物横丁駅区営自転車等駐車場 330台定期利用 2, 300円

当日利用 150円

立会川駅区営自転車等駐車場 343台定期利用 2, 300円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3, 500円) 

当日利用 150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) 

別表第2(第13条の2関係) 



種別 金額

利用者識別カード 300円

利用者識別札 400円



第11号の2様式（ 第21条の2関係）

年 月  日 

品川区営自転車等駐車場指定管理者指定申請書

品川区長あて 

申請者 所在地

団体名

代表者氏名

連絡先 担当者氏名

電話番号

下記の品川区営自転車等駐車場の指定管理者として指定を受けたいので、品川区自

転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例第27条の3第1項の規

定により申請します。

記

自転車等駐車場の名称

自転車等駐車場の位置

（ 注） 申請に当たっては、次の書類を添付してく ださい。

（ 1） 品川区営自転車等駐車場の管理の業務に関する事業計画書および収支予算書

（ 2） 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

（ 3） 法人の場合は、登記事項証明書

（ 4） この申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書および収支予算書なら

びに前事業年度の事業報告書、貸借対照表および損益計算書またはこれらに類

する書類

（ 5） その他区長が特に必要があると認める書類



個人情報を取り扱う委託契約の特記事項

（個人情報の保護）

第１ 受託者（以下「乙」という。）は、この契約による事務を履行するにあたっては､品川区情

報公開・個人情報保護条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護を図るものとする。 

（ 責任者等の明確化）  

第２  乙は、本件委託業務（以下「業務」という。）における個人情報の取扱いの責任者および

業務従事者を明確化し、責任者は、本特記事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなけ

ればならない。 

（ 教育の実施）  

第３  乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において責

任者および業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な教育および研修を、

責任者および業務従事者全員に対して実施しなければならない。 

（ 秘密保持義務）  

第４ 乙は、この契約の履行により直接または間接に知り得た個人情報を第三者に漏洩、または、

不当な目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。 

（ 個人情報保護に関する規程の提出）  

第５  乙は、個人情報保護管理に関する社内規程を品川区（ 以下「 甲」 という。）

に提出しなければならない。当該規程を変更する場合も同様とする。  

（ 適正収集）  

第６ 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、その利用目的をできる限り

特定し、その利用目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、公正かつ適正な手

段によって収集しなければならない。  

（ 本人収集及び利用目的の明示）  

第７ 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、本人に対しその利用目的を

明示し、かつ、本人から直接これを収集しなければならない。ただし、甲の承諾があ

るときは、この限りではない。  

（ 収集禁止事項）  

第８ 乙は、業務を行うに当たっては、甲の承諾があるときを除き、次に掲げる事項に

関する個人情報の収集を行ってはならない。  

ア 思想、信条及び宗教に関する事項 

イ 社会的差別の原因となる事実に関する事項 

ウ 犯罪に関する事項 

エ その他区民の個人的秘密が侵害されるおそれがあると甲が認めた事項

（再委託の制限）  

第９ 乙は、この契約による業務を第三者に再委託してはならない。ただし、当該業務の全部又

は一部についてやむを得ず第三者に委託する必要があるときは、あらかじめ次に掲げる事項を

甲に通知し、甲の承諾を得なければならない。また、再委託者に対してもこの契約を遵守させ

なければならない。 

ア 再委託する業務の内容 

イ 再委託の相手方 

ウ 再委託の期間 

エ 再委託が必要な理由 

オ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容 

カ 再委託先の相手方の監督方法 
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キ その他甲が必要と認める事項 

２ 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、

乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の

取扱いに関する責任を負うものとする。 

３ 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督および個人情報の安全管理の方法

について具体的に規定しなければならない。 

４ 乙は、業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その

状況等を甲に報告しなければならない。 

５ 第１項から前項までの規定は、再委託した業務をさらに委託する場合について準用する。 

（ 目的外使用および外部提供の禁止）  

第１０ 乙は、個人情報を委託された業務以外の目的に使用し、または加工、再生等をしてはな

らない。また、第三者に閲覧、貸与、譲渡等の提供をしてはならない。 

（ 複写および複製の禁止）  

第１１ 乙は、個人情報の全部または一部を甲の許可なく複写し、または複製してはならない。 

甲の許可を受けて複写または複製したときは、当該複写物または複製物を焼却または裁断等に

より利用できないように処分しなければならない。 

（ 授受および保管）  

第１２  乙は、個人情報の授受、保管および管理について、善良な管理者の注意をもっ

て当たり、個人情報の消滅、き損等の事故を防止しなければならない。

（ 返還）  

第１３ 乙は、契約を終了したときまたは甲が請求したときは、その保有する個人情報を直ちに

甲に返還しなければならない。 

（ 持出しの禁止）  

第１４ 乙は、甲が許可又は指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所か

ら持ち出してはならない。 

（ 立入検査および調査）  

第１５ 甲は、個人情報の管理状況について、乙（再委託者を含む。）に対して随時に立入検査

または調査をし、必要な報告を求め、業務の処理に関して指示を与えることができる。 

（ 事故の報告）  

第１６ 乙は、事故が生じたときには、直ちに甲に対して通知するとともに、遅滞なくその状況

を書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。  

（ 契約の解除および損害賠償義務）  

第１７ 乙がこの特記事項に定める各条項に違反した場合は、甲はこの契約を解除することがで

きる。 

２ 乙は、この特記事項に定める各条項に違反した場合は、損害賠償の責任を負う。 



（ 参考） 品川区情報公開・個人情報保護条例関係条文抜粋

（定義）

第２条

 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した情報で、文書、図画および電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

以下同じ。）に記録され、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有して

いるものをいう。

 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特

定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。） をいう。

 保有個人情報 個人情報であって、行政情報に含まれているものをいう。

 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。  

  ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することがで

きるように体系的に構成したもの 

  イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等によ

り特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

（委託等に伴う措置）  

第２４条 実施機関は、個人情報を取得し､または保有個人情報を管理し､もしくは利用する事務を委託しよ

うとするときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。 

２ 実施機関は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他

の団体であって区が指定するもの（以下「指定管理者」 という。） に公の施設の管理を行わせようとす

るときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。 

３ 実施機関は、個人情報を取得し、または保有個人情報を管理し、もしくは利用する事務について、労働

者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和６０年法律第８

８号。以下「労働者派遣法」 という。） 第２６条に定める労働者派遣契約に基づき、労働者派遣（労働

者派遣法第２条第1号に規定する労働者派遣をいう。）の役務の提供を受けようとするときは、個人情報

を保護するために必要な措置を講じなければならない。 

（ 受託者等の責務）

第２４条の２ 前条第１項の規定により実施機関から個人情報を取得し､または保有個人情報を管理し､も

しくは利用する事務の委託を受けた者または同条第２項の規定により公の施設の管理を行う指定管理者

は、個人情報の漏えい、滅失、改ざんまたはき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措

置を講じなければならない。

２ 前項の規定による受託業務または指定管理者が管理する公の施設の業務に従事する者または従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しては

ならない。

（ 派遣労働者の責務）

第２４条の３ 派遣労働者（ 労働者派遣法第２条第２号に規定する派遣労働者であって、第２

４条第３項の規定による労働者派遣に係るものをいう。以下同じ。）または派遣労働者であっ

た者はその役務の提供に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目

的に使用してはならない。



     第７章 罰則

第３３条 実施機関の職員もしくは職員であった者、第２４条の２第１項の規定による受託業務もしくは指

定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者もしくは従事していた者または派遣労働者もしく

は派遣労働者であった者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第２条第７号

アに係る個人情報ファイル（その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。）を提供したと

きは、２年以下の懲役または１００万円以下の罰金に処する。

第３４条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己もしくは第三者の不正な利

益を図る目的で提供し、または盗用したときは、１年以下の懲役または５０万円以下の罰金に処する。

第３６条 第３３条または第３４条に該当する場合を除き、第３３条に規定する者が、その業務に関して知

り得た個人の秘密を漏らしたときは、３０万円以下の罰金に処する。

第３７条 第２４条の２第１項の規定による受託業務を行い、または指定管理者として指定を受けた法人

（法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。）の代表者

または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して第３３条、

第３４条または前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、

各本条の罰金刑を科する。

※  「 実施機関」 =品川区の機関（区長部局、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、議会）
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１．しながわエコリンクミニガイドについて

職場研修は、しながわエコリンク（環境マネジメントシステム）の目的や取組内容等

の概要、各職場でどのような環境活動を行うか等について対象範囲の職員一人一

人が学ぶことにより、適切な運用を行うための研修です。

このしながわエコリンクミニガイドは、しながわエコリンクの概要について学んでい

ただくための資料です。本資料を各自で読んでいただき、所属長より自分の部署の

環境プログラムや、適用される環境法令について学んでいただくことで職場研修の

修了となります。

しながわエコリンクミニガイドに効果測定（テスト）はありません。必要に応じ、読み

返してください。
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★ 省エネルギー・省資源活動の推進
★ 環境法令の遵守徹底

しながわエコリンクは、上記の達成を目的として、各部署で目標などを定め、進行

管理を行っていく仕組みです。

しながわエコリンクの取組みが必要な理由は、大気中の温室効果ガスが増加

したことによる気温上昇、それに伴う異常気象等が懸念されるからです。

２．しながわエコリンクについて
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品川区は温暖化対策のため、平成３０年４月に２つの計画を

運用開始しました。

・品川区環境基本計画

区としての環境に関わる基本施策

・品川区職員環境行動計画～しながわ職員エコアクト～

区が一事業者として温室効果ガス削減に取り組む

ための計画

３．地球温暖化に対する区の取組み
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しながわ職員エコアクトの目標は、区有施設における二酸化炭素排出量を、

令和４年度までに１６％削減することです。

この目標達成のため、様々な施策を実施しています。

・しながわエコリンク

・運用改善マニュアル

３．地球温暖化に対する区の取組み

5

単位（t-co2）



【区有施設における電力供給について低炭素な電力会社への切り替えを推進】

太陽光や風力などの再生エネルギー100％のプランを適用することにより、実質
的な二酸化炭素排出量がゼロとなり、環境負荷の低減に寄与します。

《切り替え施設》

防災センター・障害児者総合支援施設・品川歴史館・大井在宅サービス

センター・月見橋在宅サービスセンター・東品川文化センター複合施設・

荏原区民センター・東大井区民集会所・戸越体育館

※各部署におかれましては、低炭素な電力会社への切り替えをご検討ください！
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【環境に配慮した建築物の整備】

戸越公園内に建設中（令和4年5月開設予定）の（仮称）品川区立環境学習交流
施設において、都内公共施設としては初となる建築物省エネルギー性能表示制度

（BELS）の「Nearly ZEB（ニアリーゼブ）」認証を取得しました。

7

出展：環境省ホームページ
（http://www.env.go.jp/earth/zeb/about/index.html）

《ZEBの定義》
快適な室内環境を保ちながら、省エネに
より使うエネルギーを減らし、太陽光など
から創り出されるエネルギー(創エネ)
によって使う分のエネルギーを創りだす
ことで、建物で消費する年間の一次エネ
ルギーの収支をゼロにすることを目指した
建築物。エネルギー消費量の削減率により、
4段階のランクが設けられている。



「運用改善マニュアル」は施設における機器の状態確認や機器改修時の効果検証

を行う省エネルギー診断を実施し、その結果をもとに作成したマニュアルです。

（施設類型ごとで合計８種類）

本マニュアルは設備機器を運用するうえで、施設担当者の気づ

きにくい省エネルギーの知識や、業者等との連携で省エネルギー

につなげることが可能な施策が記載されています。

このマニュアルを区有施設に水平展開することで、全庁的に

省エネルギーの取組みを実施し、エネルギー使用量を削減する

ことを狙いとしています。

※本マニュアルは、各施設と施設所管課に配布しています。

４．運用改善マニュアルについて
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区 長 環境対策推進会議

環境管理責任者
（都市環境部長）

しながわエコリンク事務局
（環境課）

各部長・会計管理者

各事務局長・保健所長
清掃事務所長

総括責任者

運用責任者

運用担当者

実務担当者

各課長

保健センター所長

各係長・各施設長

指定管理者（施設責任者）

副区長、教育長
環境管理責任者、総括責任者

実
行
部
門

各係員

指定管理者（施設担当者）

区長部局

教育次長

各課長

教育総合支援セン

ター所長

品川図書館長

各校長

各係長・各施設長

各副校長

各係員

各事務主事

教育委員会

環境監査
チーム

しながわエコリンクは以下の体制の下に推進します。

５．しながわエコリンク詳細
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しながわエコリンクはPlan-Do-Check-Actのサイクルにて運用されます。

５．しながわエコリンク詳細

ＰＤＣＡサイクル

計画の策定(Plan)
◆ 環境プログラムの作成
◆ 環境法令の調査

総括(Act)
◆ 区長による年次総括・見直し
◆ 表彰
◆ 活動成果の公表

点検と評価(Check)
◆ 活動実績の把握
◆ 活動状況の点検・調査
◆ 環境監査

活動の実施(Do)
◆ 研修の実施
◆ 環境プログラムの実施
◆ 手順書の遵守

10



しながわエコリンクでは、各部署に対し

・環境プログラム（各部署で取組む環境活動）

・環境法令チェックシート（遵守する環境法令を管理するリスト）

の作成をお願いしております。

各自で内容を把握のうえ、環境活動の実施にご協力をお願いいたします。

5-1 PDCAサイクル～Plan・Do～

11



しながわエコリンクについて、四半期ごとに実績報告をお願いしております。環境プ

ログラムの達成状況や、実施した環境活動についてご記入をお願いします。

また環境監査において、しながわエコリンクの運用状況を点検いたします。環境プ

ログラムの取組状況や環境法令の遵守状況を確認するとともに、各部署が取り組ん

でいる優良な環境活動を周知し、全体的なレベルアップにつなげます。

5-2 PDCAサイクル～Check～

令和２年度
環境監査結果です。

区分 判定基準 件数

優 良 特に優れており、他の部署の模範とな
る場合等

２６件

適 切 取組みの内容が優れている場合等 ８３件

改善･提案 新たな取組みの推奨や提案がある場合
等

５件

指 摘 環境法令違反や、環境プログラム管理
表の事項未実施等

４件
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5-3 PDCAサイクル～Act～

毎年度末頃に区長表彰が実施されます。環境活動レポートの内容、環境監査の優
良事項、その他優良と認められるものの中から、表彰の対象となる優良な取組みが
決定され、区長より表彰されるものです。

令和2年度は下記の3施設が表彰されました。

13

【清水台保育園】 【八潮学園】 【選挙管理委員会事務局】

食品ロス削減につながる
体験行事の実施

全校的なＳＤＧｓへの
取り組み

選挙ポスター掲示板の
再使用の徹底



環境文書の名称 内容

しながわエコリンク運用マニュアル
しながわエコリンクの基本的事項や仕組み、PDCA
サイクルの具体的な内容などが記載されています。

グリーン購入共通手順書

環境に配慮した物品の優先購入（グリーン購入）を
進め、循環型社会の構築を目的とした定めが記載さ
れています。
※学校・指定管理施設は対象外です。

農薬等使用および管理共通手順書
区が使用する農薬等による環境汚染の防止や廃棄
物の適正処理に資することを目的とする文書です。

PCB使用危機管理共通手順書

区有施設におけるポリ塩化ビフェニル使用機器の紛
失やＰＣＢの漏洩を防止し、環境への影響を未然に
防ぐことを目的とする文書です。

区有施設管理共通手順書

省エネルギー、省資源に配慮しながら建物や設備を

できるだけ長期に使用するための運転管理基準が
記載されています。

環境法令ハンドブック
施設を運用するうえで順守が必要な環境法令の種
類・遵守項目・罰則等について記載されています。

品川区エネルギー管理基準
施設を省エネルギーで運用するための運転管理基
準が記載されています。

5-4 しながわエコリンクの文書
しながわエコリンクは、基本となる運用マニュアルのほか、以下の文書で構成され
ています。
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5-5 グリーン購入共通手順書の基準緩和

古紙配合率の高い紙製品が調達困難な状況となっているため封筒や表彰状等にお

いて、古紙配合率に関する規制を緩和しています。

表彰状等の紙製品でグリーン購入法に適合しない商品を購入する場合であっても、

グリーン購入外協議書を提出する必要はありません。
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16

時期 実施内容

４月 令和２年度しながわエコリンク 第四四半期活動結果報告

４月～５月 令和３年度しながわエコリンク 環境プログラム等の作成

６月 環境法令研修

７月 職場研修
環境監査員研修
令和３年度しながわエコリンク 第一四半期活動結果報告

８月～１０月 環境監査

１０月 令和３年度しながわエコリンク 第二四半期活動結果報告

１１月 監査結果発表

１月 令和３年度しながわエコリンク 第三四半期活動結果報告

３月 区長表彰

６．年間スケジュール（予定）



おつかれさ までし た！

これで、しながわエコリンクミニガイドは完了となります。
所属長を講師とする研修と併せて受講することで、

「職場研修」は修了となります。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

今後ともしながわエコリンクの運用にご協力をお願い致します。

※お問い合わせ 環境課環境管理係
（内）３６９７ （外線）５７４２－６９４９
E-mail： kankyo@city.shinagawa.tokyo.jp
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別紙１０

























































品川区防災まちづく り部土木管理課 

自転車対策係 あて

品川区営自転車等駐車場

指定管理者候補者公募

現地説明会 参加申込書

送信日 令和３年  月  日 

事業者名  

代表者 

役職・ 氏名 

所在地 

〒 

電話  

Ｆ ＡＸ   

E-mai l   

担当部署  

参加者名①  

参加者名②  

Ｆ ＡＸ ： ０３－５７４２－６８８７

E-mai l ： dobokukanri -j i tensha@ci ty. shi nagawa. tokyo. j p

【 様式１】



品川区防災まちづく り部土木管理課 自転車対策係 あて 

品川区営自転車等駐車場

指定管理者候補者公募

質問票

送信日 令和３年  月  日 

事業者名  

電話  

Ｆ ＡＸ   

担当部署  

担当者名  

質問内容 

E-mai l ： dobokukanri -j i tensha@ci ty. shi nagawa. tokyo. j p

※記入欄が不足する場合は、複数枚に分けて提出してください。

【 様式２】



【 様式3】

第11号の2様式（ 第21条の2関係）  

年  月  日 

品川区営自転車等駐車場指定管理者指定申請書 

品川区長あて 

申請者 所在地 

団体名 

代表者氏名           

連絡先 担当者氏名 

電話番号 

下記の品川区営自転車等駐車場の指定管理者として指定を受けたいので、品川区自

転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例第27条の3第1項の規

定により申請します。  

記 

自転車等駐車場の名称  

自転車等駐車場の位置  

（ 注） 申請に当たっては、次の書類を添付してく ださい。  

（ 1） 品川区営自転車等駐車場の管理の業務に関する事業計画書および収支予算書 

（ 2） 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

（ 3） 法人の場合は、登記事項証明書 

（ 4） この申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書および収支予算書なら

びに前事業年度の事業報告書、貸借対照表および損益計算書またはこれらに類

する書類 

（ 5） その他区長が特に必要があると認める書類 



【様式4】

（1）提案額
一般管理費 円（税込）
設備費 円（税込）
合計 円（税込）

（2）年度別管理経費表

一般管理費
設備費
合計

一般管理費
設備費
合計

一般管理費
設備費
合計

一般管理費
設備費
合計

一般管理費
設備費
合計

総合計額
①備考： （　　　　　）は1ヶ月あたりの金額を記入すること。
②　　    金額については税込の金額を記入すること。

(3)区営自転車等駐車場別管理表
① 区分
一般管理費 円（税込）
設備費 円（税込）
合計 円（税込）

② 内訳
○ ○ ○ ○ ○ア. 区営自転車等駐車場

種類 算定根拠 種類別金額 総額 金額（1ヶ月）
○ ○ ○・
○ ○ ○・
○ ○ ○・
○ ○ ○・
○ ○ ○・
○ ○ ○・
○ ○ ○・
○ ○ ○・

合計額
①備考： 金額については税込の金額を記入すること。
② 種類別には具体的に記入すること。

管理経費計算書

（　　　　　　　　　　）

令和8年4月～令和9年3月

（　　　　　　　　　　）

令和7年4月～令和8年3月
建築物点検（構造物）実施
（　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　）

一般管理費

設備費

令和4年4月～令和5年3月
建築物点検（構造物）実施
（　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　）

令和5年4月～令和6年3月
（　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　）

令和6年4月～令和7年3月
（　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　）



宣 誓 書

品 川 区 長 あて 

申請者 所在地 

                  商号または名称 

                  代表者職・ 氏名

品川区営自転車等駐車場指定管理者候補者公募に応募申請するにあたり、関

係法令等を遵守して管理運営すること、また、公募実施要領に規定のある応募

要件等の事項について全て満たしており、一つでも事実と反した場合は、失格

となることに異議がないことを誓約いたします。  

【 様式５】



品川区防災まちづく り部土木管理課 自転車対策係 あて

年 月 日

年 月 日

品 川 区 長 あて 

所在地                  

               商号または名称 

代表者役職・ 氏名             

品川区営自転車等駐車場

指定管理者候補者公募

参加辞退届

件 名  品川区営自転車等駐車場指定管理者候補者公募  

 上記について、下記の理由により参加を辞退します。  

理 由                            

【 連絡担当者】  

所属 

担当者氏名 

TEL 

FAX 

E-mai l

【 様式６】

E-mai l ： dobokukanri -j i tensha@ci ty. shi nagawa. tokyo. j p



【 様式７】

提出票(会社法上の会社) 

  年  月  日 

品川区会計管理者 あて 

事業者 住所   

                    名称 

次のとおり提出します。  

（ １） 必須提出書類 

① 法人税申告書(写)  直近２期分 
□     □     （ 事業年度） 年  月期   年  月期 

□ ※（ 提出書類） 法人税確定申告書（ 税務署の収受印のあるもの ）

※電子申告の場合は受付済であることが確認できるもの（ メール詳細等）
□ 別表

      □ 計算書類（ 貸借対照表、損益計算書）
□ 勘定科目内訳明細書 

 ② □ 直近の試算表または貸借対照表および損益計算書（     年  月） 
    ③ □ 商業登記簿謄本 
   ④ □ 定款 

⑤ □ 会社案内 
⑥ □ 代表者の履歴・ 経歴のわかるもの 

   ⑦ □ 許認可証の写し（ 許認可を要する業種のみ）  

（ ２） 任意提出書類      

① キャッシュフロー計算書（ 直近２期分）  
□     年  月期 

 □     年  月期 
② □ 資金繰り予定表（ 今後半年分）  

□ 資金繰り実績書（ 過去１年分）  
  ③ □ 日本税理士会連合会による「 中小企業の会計に関する指針」の適用に

関するチェックリスト （ 税理士が作成したもの）


